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決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和４年９月６日（火） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    西田いく子    副委員長   本 博之 

        委  員    斧田 秀明           建石 良明 

                藤井千代美           村井 浩二 

                森田 忠彦           山田  強 

        監査委員    中村 直幸    議  長   本  馨 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町    長  田中 祐二   総務財政課長  本 知也 
 
                        会 計 管 理 者         副 町 長  齋藤 健吾           奥埜 哲生 
                        兼 会 計 課 長 

        教 育 長  勝良 憲治   地域整備課長  鳥取 勝憲 

        政策総務部長  小角 孝彦   観光産業課長  小路 展裕 

        まちづくり推進部長  村上 正規   環境農林課長  木下 明紀 
 
                        教育総務課長         健康福祉部長  子安 逸二           正野  正 
                        兼学校給食Ｃ所長 

        教 育 次 長  池田 貴則   学務指導担当課長  矢野 敦則 

        秘書政策課長  西本 武史   生涯学習課長  東條 信也 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書    記  植木 友也 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 令和３年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 



－８０－ 

                                        

午前 ９時３０分 開 会 

○西田委員長 皆さん、おはようございます。 

 決算常任委員会を再開させていただきましたところ、皆様方には、大変お疲れのとこ

ろ、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を再開いたします。 

 直ちに、会議に入ります。 

 まず、まちづくり推進部関係についての説明を求めます。 

○村上まちづくり推進部長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、まちづくり推進部所管の歳入歳出について、事業別区分の

決算額の大きいものを中心にご説明申し上げます。 

 なお、職員人件費につきましては、各費目に共通することから説明のほうは省略させ

ていただきたいと思います。また、不用額につきましては、別途、不用額調書を配布さ

せていただいていますので、説明のほうは省略させていただきます。 

 ５６、５７頁をお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費、公有用地管理事業の１２万７千３８

９円は、道路、河川、公園用地以外の町有地維持管理に必要な消耗品費及び修繕費並び

に原材料費でございます。 

 少し飛びまして、６６、６７頁をお願いいたします。 

 １３目公害対策費、支出済額１２１万７千５７０円。公害対策事業１２１万７千５７

０円は、梅川、太井川、飛鳥川の水質分析のための業務委託料１６万２千９１０円や、

本町含む南河内３市２町１村の公害規制分野における共同処理事業負担金１０１万３千

円などでございます。 

 また、少し飛びまて、１００、１０１頁をお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の狂犬病予防事業７万６千６７９

円のうち１１節役務費４万９千６８５円は狂犬病予防注射通知書の郵送料で、飼い犬登

録数は８８６頭でございます。 

 また、少し飛びまして、１１０、１１１頁をお願いいたします。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃費、ごみ事業１億７千３１１万７千６２４円のう
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ち１１節役務費４７万６千６８９円は、家庭系無料ごみシール５千３８７通分の配送料

等でございます。１２節委託料７千４１３万３千１２円は、家庭系ごみ人口の１２か月

分及び家庭系臨時ごみ２９トン分、事業系ごみ５万４千６６８台分の収集委託料や犬猫

死体焼却委託料などでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金９千８４０万９千４５３円は南河内環境事業組合への負

担金で、内訳といたしまして、施設費分担金が３千１２０万円、管理費分担金が６千３

８９万円、共通事務費負担金分担金が２８５万円などでございます。 

 クリーンキャンペーン事業１２２万６千９２６円のうち、１２節委託料１０９万９千

９００円は、キャンペーン当日の収集分別委託料及び別日における搬出運搬委託料でご

ざいます。し尿事業２８０万７千５５０円のうち１２節委託料２４７万５千５円は、し

尿及びし尿くみ取り及び臨時くみ取り委託料などでございます。１８節負担金補助及び

交付金２７万１千９３５円はし尿整理券利用助成金で、２９件分の助成を行いました。

２目循環型社会推進費支出済額３千３１６万９千１５３円、循環型社会推進事業３千３

１６万９千１５３円のうち１２節委託料３千２３６万２千４７５円は、ビン・カン収集

処理業務で１千３８３万８千７９２円。 

 次頁、１１２、１１３頁をお願いします。 

 金属類収集処理業務で２２９万６千８００円、ペットボトルとプラスチック製容器の

包装廃棄物収集業務で１千６０８万７千５８６円などでございます。１８節負担金補助

及び交付金７０万５６０円は、自治会等が自主回収されている古紙回収に対する３０団

体への補助金でございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費支出済額２３４万５千１１７円、

農業委員会運営事業２１９万３千９１７円は、農業委員会委員及び農地利用 適化推進

委員計１７名分の報酬、農地パトロールや農業委員会運営経費並びに大阪府農業会議負

担金等でございます。農業者年金事務事業１５万１千２００円は、農業委員会委員並び

に事務局に配布する全国農業新聞の代金などでございます。２目農業総務費支出済額２

千７３４万１千２円。 

 次頁１１４、１１５頁をお願いします。 

 一般農政対策事業４４０万７千５９８円のうち１節報酬５３万３千円は、経営所得安

定対策事業の会計年度任用職員報酬でございます。７節報償費１２万７千５００円は、

２６地区の実行組合長への報償費でございます。１２節委託料１５５万９千６５０円の
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うち電算機器・プログラム保守委託料２２万円は、農地台帳システムのプログラム補修

委託料、有害鳥獣駆除処分委託料、１４万５千７５０円はイノシシ１９頭分の処分費用

及び有害鳥獣捕獲委託料１１９万３千９００円は、ブドウ・水稲・果樹などの農作物の

鳥獣被害防止のために太子町有害鳥獣対策協議会捕獲隊に委託し、イノシシ２４頭、カ

ラス２０羽の駆除を行った費用でございます。１３節使用料及び賃借料１０万１千６４

０円は、経営所得安定化対策事業に伴うシステムプログラム使用料です。１８節負担金

補助及び交付金１９７万８千４５６円のうち、主なものとして、大阪府農業共済組合負

担金６６万３千円のほか、農業振興補助金２１万８千３２０円は、ハウス栽培の廃棄ビ

ニール処分に対する助成金、農作物被害防止資材購入補助金４２万５千円は、ワイヤー

メッシュ及び電気柵の材料費の１０件分の補助金でございます。農業次世代人材投資事

業６７５万円は認定新規就農者５名に対する経営開始型の交付金でございます。３目耕

地事業費支出済額１千１２２万９千４６５円、耕地関連事務事業１千１２２万９千４６

５円、１０節需用費１９９万７千４１３円のうち修繕費１９９万４千２５円は農道水路

等１０件分の補修に伴う修繕費用でございます。１４節工事請負費７４１万５千１００

円は、太子地区における大溝水路改修事業費でございます。１５節原材料費１４２万２

千４３２円は、農道水路等１２件分の修繕に伴う原材料費でございます。１８節負担金

補助及び交付金３９万４千５２０円のうちため池防災テレメーター負担金２３万４千円

は、雨量や水位等の確認のため北岩池、東谷池に設置されている防災テレメーターの維

持管理負担金でございます。２項林業費、１目林業振興費、支出済額６００万９千２６

５円、林業振興事業３１万３千円。 

 次頁、１１６、１１７頁をお願いします。 

 １８節負担金補助及び交付金３１万３千円は、二上山美化促進協議会負担金等でござ

います。万葉の森等維持管理委託事業４１５万２千２６５円は、二上山万葉の森の各種

施設の維持管理に要する費用でございます。１１節役務費３万４千８２０円は、トイレ

浄化槽警報用通信料でございます。１２節委託料３４１万８千円、これは、太子町自然

を守る会等に委託している二上山万葉の森の各種施設の維持管理委託料でございます。

基金積立て事務事業１５４万４千円は、森林環境譲与税基金へ積立てを行ったものでご

ざいます。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工業振興費、支出済額４千８８６万２千８１２円、

商工業振興管理事業８５万４千３５２円、１８節負担金補助及び交付金８３万１６２円
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は、富田林商工会太子町支部並びに富田林商工会本部への助成金及び創業支援補助金１

件分でございます。 

 地域就労支援事業１０万８千円のうち１２節委託料８万８千円は、次頁１１８、１１

９頁をお願いします。 

 職業能力事業として、河南町千早赤阪村と合同で調剤薬局事務講座を開催した委託料

でございます。１８節負担金補助及び交付金２万円は、雇用促進広域連携協議会負担金

で、広域市町村で雇用促進のための就職フェアを開催いたしました。新型コロナウイル

ス感染症対策事業７２３万９千円は、経営の悪化や事業継続に大きな困難が生じている

ことや飲食店の営業時間短縮、休業要請外出自粛等により影響を受けている事業者に給

付金等により支援を行ったものでございます。１８節負担金補助及び交付金７２３万９

千円のうち事業者支援激励金１２０万円は、中小企業信用保証保険法の保証制度上の認

定を受けて、大阪府制度融資を利用された町内の住人事業者に対して一律１０万円の激

励金を、事業者一次支援金１８９万３千円は、令和３年１月から９月の間で国の一時支

援金付支援金及び府の営業時間短縮協力金の申請対象に一度もなっておらず、令和３年

１月から９月の間で、基準年の同月比で売上高が１５％以上５０％未満減少した法人５

件、個人１０件、計１５件の事業者に対する支援を、また、第二次事業者一時支援金４

１４万６千円は、令和３年１月から９月の間で、基準年の同月比で売上高が１５％以上

５０％未満減少し、先ほど申し上げました事業者一時支援金をまだ申請していない法人

１０件、個人２２件、合計３２件の事業者に一時支援金をそれぞれ給付したものでござ

います。２目消費生活対策費、支出済額３９万３千７０４円、消費生活対策事業３９万

３千７０４円のうち、１２節委託料２０万７千２０円は、スマホ利用をめぐるトラブル、

詐欺の対策講座を開催した委託料でございます。１８節負担金補助及び交付金１７万９

千円は、富田林市、河南町、千早赤阪村及び本町が合同で実施している消費者相談事業

への負担金でございます。令和３年度の相談件数は全体６６０件で、うち本町住民から

の相談は６６件でした。３目観光推進費、支出済額５千４５万５５円、観光推進事業１

千９１４万４千５８８円のうち、１２節委託料８９１万３千２５０円は、観光まちづく

りビジョン更新業務や、マスコットキャラクターたいしくんを活用したＰＲ事業委託料

等でございます。１４節工事請負費１１０万１千１０２円は、町内の観光案内版の１か

所の移設工事費でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金８９２万８千４８０円は、次頁、１２０、１２１頁をお
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願いします。 

 太子町観光・まちづくり協会の助成金８５８万３千４８０円ほかでございます。道の

駅運営事業１千２５３万４千３５１円のうち、１２節委託料３１５万８千４９９円は、

道の駅の清掃管理並びに機械警備などの業務及び猛暑対策工事設計業務に要した費用等

でございます。１４節工事請負費８２６万５千６７６円は、猛暑対策としてミスト装置

の設置に要した費用でございます。竹内街道交流館維持管理事業４８万２千７１３円の

うち１０節需用費３６万５千１３円は、電気料及び水道料と１２節委託料１１万７千７

００円は空調設備の保守委託料でございます。聖徳太子没後１４００年事業１千９万円

のうち、１２節委託料１千９万円は、１２月１２日に実施した没後１４００年記念シン

ポジウムの開催費用及び観光ＰＲアプリの作成等に対する委託料でございます。新型コ

ロナウイルス感染症対策事業８１９万８千４０３円のうち、１３節使用料及び賃借料１

０万５千６００円は、太子和みの広場に設置した仮設トイレの賃借料でございます。 

 １４節工事請負費８０８万６００円は、次頁１２２、１２３頁をお願いします。 

 観光案内板整備工事並びに竹内街道交流館の窓開口工事に伴うもの等でございます。

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、支出済額９千１１５万５千２８１

円でございます。 

 次頁１２４、１２５をお願いします。 

 町道維持管理事業３千１０９万４千１１５円は、町道敷の維持管理に要した経費で、

１０節需用費５２９万４千９６６円のうち電気料１４１万１千１５２円は、町道道路照

明灯１７４基、トンネル照明灯４１基分の電気代でございます。また、修繕費３８７万

１千６５９円は、道路関係の修繕１９件に要した修繕費用でございます。１２節委託料

１千９５８万８千６７１円は、道路側溝清掃、町道敷の除草、植樹代維持管理及び高木

剪定を実施したものでございます。１３節使用料及び賃借料２０３万８３２円は、ＬＥ

Ｄ灯具に交換した道路照明灯及びトンネル照明灯のリース代でございます。１４節工事

請負費２８０万３千９００円は、畑・竹内線の横断側溝修繕など道路の維持管理に必要

な修繕工事３件分の費用でございます。１５節原材料費１３７万５千７４６円は、町道

の修繕に伴うレミファルト等の原材料費用でございます。アドプト活動事業１０万３千

５３２円は道の管理する道路や公園の一部を民間団体によって維持管理していただくも

ので、現在活動されている３団体に対するごみ袋等の消耗品費、ボランティア保険代及

び医療や花の苗等の費用でございます。町道老朽化対策事業３千３９５万９千２００円
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は、舗装の修繕工事と道路の橋梁の保全に必要な費用であり、１２節委託料１千５３万

４千７００円のうちトンネル点検業務委託料１４２万３千１６２円と、橋梁定期点検業

務委託料６０３万１千５３８円は、平成２５年度の道路法改正を受け５年に１度必要と

なったトンネルと橋梁の部材や設備などの近接目視など定期点検に要した費用でござい

ます。また、橋梁改修測量設計業務委託料３０８万円は、定期点検により必要と判断さ

れた鹿向谷大橋の部材交換工事を行うための設計業務に応じた費用でございます。１４

節工事請負費２千３４２万４千５００円のうち、町道老朽化対策工事請負費１千５７９

万４千９００円は大道線等の舗装の修繕を実施したもので、歩道修繕工事請負費１６０

万２千７００円は、聖和台地区の西山龍王寺線の歩道舗装修繕工事を実施した費用でご

ざいます。橋梁保全工事請負費６０２万６千９００円は、町道竹内・春日線の籠谷大橋

における伸縮装置部材の交換工事を実施したものでございます。交通安全施設整備事業

２３６万３千７９０円は、町道における道路反射鏡やフェンス及び区画線など交通安全

施設の整備に要した費用でございます。２項河川費、１目河川等改修事業費、支出済額

２千２３５万１千２７１円。 

 次頁、１２６、１２７頁をお願いします。 

 河川管理事業４万４千６２円は、河川事業に必要な消耗品費及び河川関係の団体に対

する負担金でございます。普通河川維持管理事業５８４万８千４７１円は、本町が管理

する普通河川の維持管理に要する費用で、１０節需用費１１４万７千５７５円は、河川

や水路の構造物やフェンスなどの修繕に要した費用でございます。１２節委託料５２万

５千８００円は、唐川ホタル保護区域の草刈り業務及びホタルを鑑賞にこられた方の対

応のための警備委託料でございます。１４節工事請負費３５３万９千８００円は、山田

避難所地区の右岸側に堆積した土砂の撤去工事に要した費用でございます。１５節原材

料費４２万８千４９６円は、河川、水路の補修に要する材料購入に要した費用でござい

ます。１７節備品購入費２０万６千８００円は、河川工事に必要なＣＡＤソフト購入に

要した費用でございます。土砂災害対策事業３５万５千５９３円は、土石流監視システ

ムに伴う電話料及び雨量計土石流管理システムの保守点検業務委託料でございます。３

項都市計画費、１目都市計画費、支出済額４千２３１万３千７８円。 

 次頁１２８、１２９頁をお願いします。 

 都市計画管理事業６９２万６千８４４円のうち１節報酬４万９千円は、都市計画審議

会委員報酬でございます。昨年度は、都市計画審議会を１回開催しております。１２節
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委託料３４７万３千８００円は、都市計画の修正及び増刷に要した費用でございます。

１８節負担金補助及び交付金３３６万９千５３円は、都市計画関係各協議会等の負担金

及び南河内広域行政共同処理事業負担金でございます。空家等対策推進事業８万１千５

８３円のうち１節報酬３万５千円は、空家等対策協議会委員報酬でございます。昨年度

は空家等対策協議会を２回開催する予定でしたが、コロナウイルス感染症拡大の状況を

鑑み、１回のみの開催となりました。１１節役務費３万１千９８８円は、空家の所有者

への改善通知及びアンケート等の実施に伴う郵送料でございます。２目都市公園費、支

出済額２千８４７万４千５３０円、都市公園維持管理事業２千８４７万４千５３０円、

１０節需用費２１１万２千６０１円のうち電気料５６万２５５円は、公園照明灯６３基

分の電気代でございます。また、修繕費１２７万６８６円は、公園施設のフェンス、ト

イレ及び遊具等の修繕に要した費用でございます。１２節委託料１千１８０万６千９１

７円は、公園の清掃、除草及び高木剪定等に要する維持管理費用及び和みの広場バス停

に設置しました猛暑対策設備の工事に必要な設計業務委託に要した費用でございます。

１３節使用料及び賃借料６６万４千８４８円は、ＬＥＤ灯具に交換した公園照明灯６２

灯のリース代でございます。１４節工事請負費１千３７１万２千３２４円のうち、都市

公園遊具更新工事請負費３４９万８千円は磯長台第２公園の遊具更新工事に要した費用

で、猛暑対策工事請負費１千２１万４千３２４円は、和みの広場バス停に設置しました

猛暑対策設備工事に要した費用でございます。 

 次頁１３０、１３１頁をお願いします。 

 １５節原材料費６万７千９５０円は、砂場の補充用砂及び木材等の材料費でございま

す。１７節備品購入費１０万９千８９０円は、公園の維持管理に必要な作業道具の購入

費でございます。３目下水道費、支出済額１億３千２１２万７千３９０円、下水道事業

会計繰出金事業１億３千２１２万７千３９０円は、下水道事業会計への繰出金でござい

ます。４目まちづくり推進費、支出済額２７５万２千７６７円、景観まちづくり推進事

業２７万５千７６７円は、花のあるまちづくりの会のボランティア活動に対する費用で、

庁舎周辺やポケットパーク等の花作り等、住民協働のまちづくり活動を積極的にいただ

いており、その活動に必要な軍手等の消耗品及び保険料並びに花の苗などの費用でござ

います。安心安全まちづくり推進事業２４７万７千円。１８節負担金補助及び交付金で、

耐震補助の補助金といたしまして、ブロック塀等の撤去促進補助金９件分１０２万７千

円、震災対策推進事業補助金６５万円、木造住宅除却補助金４件分８０万円でございま
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す。 

 次頁１３２、１３３頁をお願いします。 

 ８款消防費、１項消防費、４目水防費、支出済額５万５千円、水防事業５万５千円は、

土のう袋千袋分の購入費でございます。 

 少し飛びまして、１７２、１７３頁をお願いします。 

 １０款災害復旧費につきましては、農林水産業施設災害並びに公共土木施設災害が発

生しなかったため支出がございませんでした。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 引き続き、まちづくり推進部所管の歳入についてご説明申し上げます。 

 ２０頁、２１頁をお願いします。 

 ２款地方譲与税、３項森林環境譲与税、１目森林環境譲与税、収入済額１５４万４千

円、国産木材の利用促進や森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費に充当する

譲与税でございます。 

 次頁、２４頁、２５頁をお願いします。 

 １２款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１目交通安全対策特

別交付金、１節交通安全対策特別交付金、収入済額２０６万４千円は交通安全施設の設

置に対する交付金でございます。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、２目土木費負担金、１節都市計画費負担金、

収入済額６２９万９千３１円は、南河内広域行政共同処理職員の人件費負担金でござい

ます。 

 ２６、２７頁をお願いします。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料、収入済額３千９６０円、こ

れは、ごみ集積所に設置されている電柱等の占用料でございます。４目商工使用料、収

入済額１４４万円、１節道の駅施設使用料１４４万円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子の

施設使用料でございます。５目土木使用料、収入済額９５９万８千２７０円、１節道路

等占用料９５２万７千３３０円は、道路敷等における電柱等の占用料及び春日地区町有

地における行政財産目的外使用料でございます。２節都市公園使用料７万９４０円は、

道路と同じく公園における電柱等の占用料でございます。 

 次頁、２８、２９頁をお願いします。 

 ３目衛生手数料、収入済額２千９万３４０円、１節し尿汲取手数料、収入済額２２０
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万３千４００円、し尿汲取券・一般２千７７５枚及び無臭トイレ用券３４１枚、臨時汲

取券の販売手数料でございます。２節犬猫死体処理手数料、収入済額６万円は２４体分

の処理手数料でございます。３節廃棄物処理手数料、収入済額１千７３３万６千８００

円は、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理手数料でございます。４節飼犬登録手

数料、収入済額４４万１千５４０円は、７３頭分の犬の登録手数料２１万９千円及び４

０４頭分の狂犬病予防注射済票交付手数料２２万２千２００円などでございます。５節

特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料、収入済額４万８千６００円は、テレビ、冷蔵庫、

エアコン、洗濯機の家電４品目１８台分の収集運搬手数料でございます。４目土木手数

料、収入済額６４万５千６０円、１節土木管理手数料１６万２千５０円は、道路等の境

界明示１８件分及び屋外広告物手数料１１件分の手数料でございます。２節都市計画手

数料４８万３千１０円は、町内における開発許可に関連する手数料などでございます。 

 次頁３２、３３頁をお願いします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金、収入済額１千３４万５

千円、１節道路橋梁費補助金９１０万７千円は、橋梁保全工事等の町道老朽化対策事業

に対する道路メンテナンス事業補助金でございます。２節まちづくり推進費補助金１２

３万８千円は、民間住宅に対する耐震関連の国庫補助金でございます。 

 次頁、３４、３５頁をお願いします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、１目総務費府補助金、１節総務管理費補助金４千２

４９万９千円のうち公害防止事務費補助金が１２万円、環境規制関連の移譲事務交付金

が９９万円でございます。 

 次頁３６、３７頁をお願いします。 

 ３目衛生費府補助金、２節清掃費補助金８万３千５００円は、所有者不明犬死体処理

補助金５万６千５００円及び獣医師法に基づく獣医師の届出受理分の固定経費としての

移譲事務交付金で２万７千円でございます。４目農林水産業費府補助金、収入済額９３

０万９５８円、１節農業費補助金９１５万６千９５８円。主なものとして、農業委員会

交付金及び農業委員会費補助金、農業次世代人材投資事業補助金などでございます。２

節林業費補助金は、大阪府自然環境保全条例事務処理等の移譲事務交付金１４万４千円

でございます。５目商工費府補助金、収入済額９１１万２千８５３円、１節商工費補助

金９１１万２千８５３円は、都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金として道の駅に設

置したミストの装置の設置分で、全額大阪府の補助金でございます。また、電気ガスの
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販売許可等の移譲事務交付金でございます。６目土木費府補助金、収入済額１千３１３

万９千２９７円、１節道路橋梁費補助金６３万５千円は、違法屋外広告物除去交付金及

び移譲事務交付金でございます。２節都市計画費補助金１千２１１万１千２９７円は、

建築基準法事務交付金１万４千１５０円及び移譲事務交付金８９万１千円と、和みの広

場のバス停に設置しました猛暑対策施設に対する猛暑対策事務事業補助金１千１２０万

６千１４７円でございます。なお補助率は、府費１００％の全額補助でございます。３

節まちづくり推進費補助金３９万３千円は耐震補助に伴う補助金でございます。 

 次頁、３８、３９頁をお願いします。 

 ３項府委託金、３目農林水産業費府委託金、収入済額３９１万３千４８０円、１節林

業費委託金３９１万３千４８０円は、二上山・万葉の森維持管理運営等の委託金などで

ございます。４目商工費府委託金、収入済額２４２万２千２００円、１節商工費委託金

２４２万２千２００円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子の管理に係る府委託金でございま

す。５目土木費府委託金、収入済額２万７千円、１節都市計画費委託金２万７千円は福

祉のまちづくり条例委任事務交付金でございます。 

 次頁、４０頁、４１頁をお願いいたします。 

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入、２節雑入のうち上から３段目地図売却代で１万

６千７００円、４段目農業者年金業務委託料として５万６千円、６段目アルミ・鉄など

の資源ごみ売却代として３８９万３千８６１円。 

 次頁、４２、４３頁をお願いします。上から９段目建築物調査報告事務費として１４

万９千７６０円、下から１６段目道の駅自動販売機電気代として１７万１千１７６円、

その下の段、地域づくり助成事業助成金は、聖徳太子没後１４００年記念シンポジウム

において、町村長会より助成金として２００万円、下から１３段目竹内街道交流館自動

販売機電気代として４万２千５６２円、下から２段目和みの広場自動販売機電気代とし

て８万８千１５円でございます。 

 以上で、まちづくり推進部所管の歳入・歳出の説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○西田委員長 ただいま、まちづくり推進部関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせいたします。 

午前１０時１４分 休 憩 
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午前１０時３０分 再 開 

○西田委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

○斧田委員 それでは、決算書の１１５頁をお開きください。決算書自身に入っている頁

で１１５頁。 

 その中で、農業次世代人材投資事業についての質問です。先ほどの説明の中で、新規

として５名の方というふうな形での事業の取組があったんですけど、もうちょっと事業

自身の中身というんですか、どういうふうなものに対しての助成をしているかというふ

うなことについて教えていただければと思います。 

○木下環境農林課長 農業次世代人材投資事業についてのご質問ですが、これに関しまし

ては、次世代を担う農業者となることを志して執行する４９歳以下の者に対して資金を

交付しておるところでございます。 

 新規の方で５名ということでしたが、継続の方もいらっしゃいまして、継続の方を合

わせて５名ということになっております。毎年、国の要綱が変わりますので、給付金額

は人によって変わるんですが、およそ大体年間１５０万円程度の支援金を交付しておる

ところでございます。 

 以上です。 

○斧田委員 すみません。もうちょっと中身的なものというんですか、この対象となった

方達が、どういうふうなことに対して、そのお金が使われているかというふうな部分に

ついて、教えていただきたいと思います。 

○木下環境農林課長 すみません。回答が不足しております。申し訳ございません。 

 まずは条件としまして、認定新規就農者であることということでございまして、経営

開始から５年までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画を立てられて、その計画に基

づいて農業を営む支援金として年間１５０万円が支払われるものでございます。 

○斧田委員 すみません。全くちょっと分かってなかったので、農業をこれからやってい

くと言われる方なので、それまでは農地とかは自分ところでは持っておられない方で、

まあ言えば、そういうふうな休耕地自身というふうなものも使いながらというふうな方

が、ここら辺に該当しているんですか。 

○木下環境農林課長 今対象となっておられる方につきましては、農地を以前からお持ち
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の方もいらっしゃるんですけれども、ほとんどの方が新規で農業を始められるというこ

とで、大半の方がぶどう塾出身の方が多くございます。その中で、ぶどう塾のネットワ

ークを利用しまして、例えば、あそこがブドウをやめそうだよという情報を得た中で、

新たなブドウ園を借りられて、新規に就農し始める方が大半でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。よく分かりました。 

 それでは、続きまして、１１９頁のほうについてお聞かせいただきたいと思います。 

 コロナウイルス感染対策事業についてですけれども、ここら辺についてなんですけれ

ども、町独自での取組というふうな流れの中でやってもらっているんですけれども、国

のほうで見てみれば、大規模な不正受給とかそういうふうなことがあるんですけれども、

太子町のほうでは気をつけてやってもらっていると思いますが、そういうふうな状況に

ついて教えていただけたらと思います。 

○小路観光産業課長 斧田委員の質問ですけれども、不正受給というのは太子町のほうで

は聞いておりません。 

 一応３つの、激励金、一時支援金、二次も一時支援金という形がありまして、適用に

つきましては、大阪府の制度融資を利用された方という形で、伴走支援型とか、あと対

応緊急支援型とか、改善サポート資金というのを利用する方について、１０万円、１２

件させていただきまして、その後、太子町独自の部分で一時支援金という形で、令和３

年１月から９月の間で、国の一時支援金とか、営業時短支援金の部分で一度も該当され

ず、売上高が１０％以で５０％未満の分につきましては、一時支援金のほうが合計で１

５万円、二次で３２件という形の分で、先ほど部長のほうから説明があったと思うんで

すけれども、そちらのほうでございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。コロナ禍の中で困られた事業者に対して、町独自と

して取り組んでもらっている事業ですので、どんどん使える人には使っていただくとい

う形で、今までと変わらず進めていただけたらと思いますし、そんな中で、マスコミ等

であったような不正受給があったので質問とさせてもらいました。 

 それでは、続いて、１２１頁をお願いします。 

 観光推進事業の中の内容についてなんですけれども、昨年の年末あたりから、観光・

まちづくり協会の関係なんですけれども、役員の改選であったりとか、道の駅の事業委

託であったりとか、いろんな形で進められてきて、 近の状態は、非常にはやっている
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というんですか、いっぱいお客さんが来ていて駐車場も結構入っている率が高いという

ことを聞きもするし、私も行かせてもらったときには、中々はやっているような状況を

見せてもらったんですけれども、ちょっとそこら辺の昨年末あたりから、どのような状

況であったかというのを聞かせていただけたらと思います。 

○小路観光産業課長 道の駅の関連になると思うんですけれども、一応、昨年１２月ごろ

からプロポーザルをさせていただきまして、２社応募がありまして、１社、観光協会と

いうことでなって、４月１５日にリニューアルオープンをしたわけなんですけれども、

農産物とかの登録者数については非常に多くなって、今８０人ぐらいが登録されていて、

前年よりも約３０人ぐらいの増になっているという形になっておりますので、だいぶと

農産物の直売につきましては品物が多く入ってきて、８月 初のぶどう祭りについても、

駐車場のほうがいっぱいになって、道のほうもちょっと混雑したという話は聞いており

ます。 

 ですから、売上については、前年に比べると若干多くなっているというふうには聞い

ております。利益率とかがありますので、その辺はちょっと分からないんですけれど、

売上については上がっているとは聞いております。 

○斧田委員 ありがとうございます。 近、本当にすごく活気があるというふうな形で聞

いているんですけれども、中々観光・まちづくり協会自身も役員さんも代わって、イメ

ージというのか、一新を狙って頑張っておられるというふうなことなんですけれども、

これから先、観光・まちづくり協会が、ちょっと決算とは外れてしまう部分もあるかも

わからないんですけれども、今後の進め方というのか、協会のほうだと行政のほうで何

か目標的なものを話し合われているようなことがあれば教えていただけたらと思います。 

○小路観光産業課長 観光協会と観光産業課の今後の見通しという部分でおっしゃってい

ただいているということでよろしいですか。 

 観光ビジョンにも謳った部分があるんですけれども、総括として、太子町の聖徳太子

の没後の１４００年の節目が終わったという部分で、ある一定の太子町としてのアピー

ルができたと考えております。 

 その後、今後、世界遺産の中百舌鳥古墳群、古市古墳群と連携については、日本遺産

の竹内街道とあと葛城修験などの歴史的資源の活用が課題となっていると考えているん

ですけれども、それを活用した形の部分でさせていただかないと駄目だと思っておりま

す。 
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 それとあと、何度も楽しめるストーリー性があるコンテンツ等を充実して歴史文化、

自然資源、農産物を活用したコンテンツの充実を促進するために、サイクルツーリズム

も活用して、例えば、スタンプラリーとか宝探しなどの町内の資源をめぐる仕掛けづく

りとかを展開していくと。あと太子町の特産品であるミカンとかブドウといったフルー

ツを活かしたイベントの開催や二上山を楽しむ仕掛けづくりをしていかないと駄目だな

という話はしています。 

○斧田委員 ありがとうございます。中々昨年度の中でも一気に取り組まないといけない

道の駅の課題であったりとか、非常に頑張ってやってもらっているなというふうに思っ

てまして、目先だけではなくて、将来的な、今言われたような内容のことについても、

これから頑張っていただけたらなというふうに思っています。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（博）副委員長 決算書１２５頁をお願いします。 

 町道老朽化対策について、ちょっとお聞きしたいんです。トンネルと橋梁の点検を行

ったということですが、以前にもお聞きしたと思いますが、太子町が管理する道路、橋、

トンネルは、現時点でどれぐらいあるのか教えていただけますか。お願いします。 

○鳥取地域整備課長 まず道路延長ですけれども、道路延長は３１６路線の７６キロメー

トル、橋梁につきましては４１橋ございます。トンネルは１か所、橋梁の４１橋のうち

１５メートル以上は１４橋になってございます。 

 以上です。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。また、今回、全ての橋、トンネルの点検

を行ったんですかね。ちょっとお聞きしたいんです。 

○鳥取地域整備課長 今回、点検を行ったのは４１橋のうちの６橋で、トンネルは河南町

との境界にある平石トンネルを点検いたしました。 

○ 本（博）副委員長 また、どのような点検を今回やったのでしょうか。また、その結

果どうだったかをちょっと教えていただけますか。 

○鳥取地域整備課長 この点検は、記憶に新しい平成２４年の中央道における笹子トンネ

ルの天井落下事故、あれを受けまして、平成２５年度の道路法改正がされました。 

 そして、うちのほうでは、平成２８年度から法定点検が実施されることとなりまして、

令和３年度から２回目に入ります。その内容でございますが、橋もトンネルも実際、目

で見る目視点検というだけでなく、トンネル点検車や橋梁点検車といった専用の機械を
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用いまして、直接、壁であるとか、橋梁本体に触れるまで近寄って行う近接目視という

ことで行います。近接することで、直接手に触れることができますので、直接叩いて検

査する打音検査も行い、その時点でコンクリートも浮き等があれば撤去し、落下を未然

に防ぐというものでございます。その他、全体のひび割れ等の調査も同時に行います。 

 もう一つ、点検の結果についてですが、まずトンネルにつきましては、材質の劣化に

よるひび割れは確認できますが、全体として０.３ミリ以下のひび割れでございます。

その他、コンクリートの浮き、剥離もなく健全の範囲内で照明灯のぐらつきもございま

せんので、総合判定としては、日常的な監視を継続する健全な状態であるというふうに

なってございます。また、橋梁につきましても、トンネル同様、若干のひび割れが見受

けられるものの保全の観点から日常の維持管理に継続する程度であり、これも健全な状

態であります。 

 結果的には、トンネル、橋梁共に、早急に手当てをしなければならないという状況で

はございません。 

 以上です。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。本当にいつ大きな地震とか来るかも分か

りません。本当に引き続き、安心・安全に道路を管理していただきますようよろしくお

願いします。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 ちょっとそこの続きなんですけど、１２５頁の同じところの交通安全施設整

備事業のところなんですけど、これはもう永遠のずっと同じことになるかと思うんです

けど、区画線なり整備といったところは随時やっていただいていると思うんですけど、

やっぱり町内あちこちでそういう区画線、また管轄が違ってくるかと思うんやけど、規

制線など、住民さんからのご要望というのが非常に多い状況なんです。 

 随時進めていただいていると思うんですけど、やっぱりその辺、交差点の形状とか危

険箇所とかいうところのことは、やっぱり優先順位をつけて早急に対応していただきた

いという箇所も何箇所かあるんですけど、その辺のこれからの事業の進め方のお考え方

があれば教えていただけませんか。 

○鳥取地域整備課長 まず、区画線につきましては、委員のご質問にもありましたように、

道路管理者としてできるもの、それと交通管理者、いわゆる警察ができるものというふ

うに２種類に分けられます。後者の交通に関する規制の線につきましては、やはり私ら
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では手が出せないので、引き続き警察等に要望はしていきます。 

 それ以外の道路管理者として行う、例えば外側線であるとか交差点マークであるとか、

そういうところに関しては、やはりなるべく子どもなどの交通弱者が通るところを中心

に優先的にやっていきたいなというふうに考えておりまして、また、今年からというか、

過去に言われていたんですが、８月には道路パトロールの職員、協力で実施させていた

だきまして、危険箇所の点検等も行っておりますので、そういうところは優先に行って

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○村井委員 それと、この上の町道維持管理事業に関することなのかな、 近のゲリラ豪

雨、ここ２、３日間でもすごく夕方に降ったというのがあるんですけど、そのゲリラ豪

雨でちょっと排水溝が詰まっている、道路側溝が詰まっているのか、また、その排水溝

の入口がグレーチングのところが詰まっているかで、町道もしくは府道のところで、交

差点内で越水というか溢れてしまって、何やこれというふうなことが、今までにないと

ころでそういうことが起こっているという事象を何件が聞いているんですけど、その辺

のパトロール調査とかも、これからしていかれる予定はあるのでしょうか。 

○鳥取地域整備課長 その辺も、職員中心に頑張っていきたいなと思っています。特に、

別の案件で出かけたときに見つけた事案であるとか、そういうのは優先的にやっていき

たいなというふうに考えていますし、もちろん地元からの電話であるとか、こういうこ

とになっているよという情報も大事な部分でございますので、そういうところから中心

にやっていきたいと考えています。 

○村井委員 続きまして、１１３頁の農業委員会運営事業ということなんですけど、農業

委員会、そもそも役割を担ってもらっている内容というのをちょっと教えていただけま

せんか。 

○木下環境農林課長 農業委員会に関するご質問ですが、農業委員会は、ご存じのとおり

かもしれませんが、地域の農業、農村の発展のため市町村に設置されている行政機関で

ございます。農業委員等の土地利用 適化推進委員１７名で構成されております。毎月

の定例会と農地を守り生かす取組などの活動を行っていただいておるところでございま

す。 

○村井委員 日頃から農地パトロールなどいろいろ役割を担ってもらっているというのは

分かっているんですけど、これ、大きなところにいったら農業委員会がないと思うんで
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す。非常に難しい質問になるかと思うんですけど、例えば、太子町の将来の農業、現在

の農地の利用状況を含めたところの将来を農地の在り方とか、そういうところの大きな

議論、農業がこれからどっちの方向に進めていかなきゃいけないのか、もしくは、さっ

きも道の駅のところで、ぶどう祭りということが出ていましたけど、やっぱり全国的に、

ブドウ類のところで、これから一つの品種として、これからどう生き残っていくんだと

いう有利品種の栽培の促進みたいな、そういうところを検討する会議体とか組織という

のは、この農業委員会もしくは違う団体があるのか、教えていただけませんか。 

○木下環境農林課長 太子町の将来の農地の在り方についてのご質問でございますが、会

議体としましては、まずは農業委員会というところになろうかなと思います。一番問題

となっておりますのは遊休農地対策というところでございますが、その辺に関しまして

は、農業委員会でこちらの事務局のほうから、貸したいという農地はないですかと。あ

ればご紹介くださいということで、ご相談といいますか、ご提案をさせていただいてお

るところでございます。 

 実情としましては、今のところ、我々の窓口に借りたいよという方、新規の参入者と

いうんですか、町内の方というのは、何件か実際にお声いただいております。ところが、

実際に貸したいよとなると、また、話は別でして、中々貸してくださらないというのが

実情でございます。とは言え、太子町内に目を向けますと遊休農地がたくさんございま

すので、中々そこのマッチングというのは難しいなとは思っておるんですけれども、少

ないながらも町内の方に対して、農地の斡旋をして、いろんな、米、野菜以外の分野で

も農地を活用していただけるようなことをマッチングした事例もございます。 

 先ほど、有利品種というお話もありました。ブドウの緑色の品種かなと思うんですけ

れども、その辺もぶどう塾の方とか、いろんな方のお知恵をいただきながら、今後、話

し合うように持っていけたらなと考えております。 

 以上です。 

○村井委員 一つ、これはこれからの農業のところで、どこかでそういう議論する場、会

議体なり、その組織というより、やっぱその会議体ですね。太子町の農業をどっちの方

向に進めていくのか。今、シャインマスカットという発言もありましたけど、もうシャ

インマスカットは海外、特に中国ではもうすごい生産量で、農家さんも、あと１０年、

２０年、このシャインマスカット栽培していけるのか、いかれへんのかというのは、も

う誰も分からんようなところで不安の中で栽培されているのが事実だと思います。 
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 だからその辺ですね。当時、私がちょっと地元から聞いている中では、高度成長期に

太子町では、農家さん、都市近郊農業、これからは野菜、米を作るのじゃなくって、当

時の田んぼ、畑に大阪芸大の学生寮を建設しなさいと。それで家賃収入を得ながら、農

家を営農しなさいというふうな行政が指導したのか、奨励したのか分かりませんけど、

やっぱそういう農家さんに対する、こっちの方向でそういう家賃収入を得れるのではな

いかというふうなところの大きな農業の進む道というのは、今も学生寮を持っている方

もいらっしゃいますけれども、当時そういう動きがあったという話も聞いています。 

 だから今でこそ、そういう会議体なりを、やっぱり設置していただいて、もちろんこ

れ、国、大阪府、関係団体のＪＡとかももちろんのことだと思うんですけど、ちょっと

その辺、大きなところで議論する場をしっかりやっていただかないと、今、答弁にもあ

りましたように、現在専業で農家されている方はもう全く対象外になってくるような答

弁あったのでね。やっぱり、新規就農も大事ですけど、現在専業もしくは兼業で営農さ

れている農家さんのことも、やっぱりしっかりと対応していかなあかんと思うのでね。

また、その辺、会議体なりそういうところで議論する場をなかったら作っていただきま

すよう要望いておきます。 

 ちょっと一つ。その中で、今、農家さんに対する、例えば大阪府制度、大阪府の補助

制度とか支援制度。また、農林水産省のほうでも農家さんに支援する制度って、もう今、

全国それと大阪府の農と緑でも、もうすごく力入れて補助メニューを作ったり、支援の

形を作ったりしてやってくれているんですけど、その案内を農家さんにお知らせするの

は、どこの部署、どこの組織が役割を担っていただいているのか、教えていただけませ

んか。 

○木下環境農林課長 大阪府等の、国も含めまして補助制度のご案内というところでござ

いますが、当然、農政の分野に関しましては我々が担うべきものでございます。今回、

決算でもございますけれども、大阪版認定農業者支援事業補助金、これはスマート農業

を推進するものでございます。これに関しましては、私どものほうからブドウ農家の方

にご案内を差し上げたところでございますが、たくさん補助メニューがございます。そ

の中で、ご案内し切れてない対応もあるというような指摘かとは思いますが、今後活用

できるものについては、農業委員会も含めできるだけ情報発信できたらなと考えており

ます。 

○村井委員 特に農業関係の補助メニューというのは、太子町の農業の現状で言うたら、
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作付面積とか規模とかで、どうしても対象に入っても、中々効果が出せないといった基

本的なところもあるかと思うんですけどね。ただやっぱり一つ、ＪＡさんと連携を強化

というので、大分案内できるところもあると思うんです。こういうメニューがあります

よというご案内できると思うんです。 

 太子町においては、ＪＡ大阪南の営農指導部も太子町内にあるのでね。やっぱりＪＡ

さんともっと連携を取ってもらって、農家さんにこういう支援メニューがありますよと

いうことの案内をしっかりこれからもやっていただきますように。大阪府も農と緑のほ

うで、いろいろ案内したり、いろいろをやっていただいているのはもう重々承知してい

るけど、それが農家さんまで伝わってないというケースが、やっぱりあると思うので、

やっぱり知ってもらうのがすごく大事やと思うので、その辺力を入れてもらいますよう、

それもお願いしておきます。 

 続きまして、１１９頁のコロナウイルス対策事業支援金のところなんですけど、事業

支援激励金、一時支援金、第二次の一時支援金等、いろいろコロナで事業者さんのとこ

ろに支援金を出していただいて、私の周りの事業者さんの方にとっても、迅速に支給し

ていただいたり、すごく支援していただいたという感謝の言葉がしっかりと届いており

ます。 

 ただ、その中で、ここの直接の質問なるのかと思わないんですけど、現在進められて

います事業者追加支援金の、この前の決算委員会のところでも、公用車の燃料やどうや

こうやとちょっと質問しましたけど、追加支援金の制度の中で、コロナのこの受給の実

績がなかったら、なんぼ燃料が高騰していて影響があったとしても、この支援メニュー

から外れてしまうというケースが、業種によっては町内にもあるかと思うんです。だか

ら、そこを本当に原油高でお困りの事業者に対する的を射た施策にしていこうと思った

ら、やっぱりそういうところのちょっと再検討が必要じゃないかと思うんですけど、そ

の辺の検討の余地があるのか、また、進め方に検討の余地があるのかちょっと教えてい

ただけませんか。 

○小路観光産業課長 質問で、新型コロナウイルス感染症対策の、今回はコロナ禍によっ

て原油価格の物価高騰分のことをおっしゃっていただいていると思うんですけれども、

コロナ禍における原油価格、物価高騰の影響を受けた事業者の負担軽減を地域に必要に

応じ、きめ細やかに実施できるよう、また、運輸交通分野をはじめとする中小企業の支

援という取組を行うこととなっておるということで、こちらを創設されていると思うん
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ですけれども、この中で、高騰によって様々な業種が影響があると認識しております。 

 このことからは、これまでにおいて町、国、府で認定を受けた方について、今回８月

の補正予算において早急に支援をするということで、うちのほう、追加支援金をさせて

いただいたわけなんですけれども、その部分で、原油価格高騰等の影響を受けている事

業者として、農業者とか畜産業者、公共浴場事業者、トラック事業者、公共事業者、福

祉サービス等の５つに対しての支援をということで、大阪府のほうが、８月２４日の補

正を行っております。 

 ですから、これについては、府の動向も見させていただきまして、今後の近隣市町村

との動向を注視していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○村井委員 確かにご答弁にありましたけど、８月２４日に吉村知事がテレビカメラの前

で、コロナ禍における原油高騰、コロナ禍ということではなく、やっぱり世界情勢のと

ころが大いに関係してきていると思うんですけど、やっぱり知事の「しっかりと支援し

ていきます」というところのお言葉に、やっぱり期待されている事業者さんがかなりい

ると思うんです。やっぱりその知事のメッセージにしっかりと添えるような支援制度に

していただいて、やっぱり確かにコロナ関連の交付金を活用するのはあるんですけど、

それも大きな要因で、原材料高が発生してしまっているというのは、もうこれ、皆さん

知っていると思うんですね。 

 だから、そこでやっぱりそういうふうに追加措置をしていただいて、支援していただ

ける制度をぜひともしていただきますようお願いしておきます。 

 ごめんなさい、 後、続けて。 

 １２１頁の道の駅のところなんですけど、道の駅は４月からリニューアルオープン、

その前の準備からいろいろ大変やったと思うんですけど、これも道の駅の周辺の整備と

いうところで、例えば河川内の整備をどないかできないかという声があるんですけど、

その辺、大阪府のほうともいろいろ調整のところはされているのか分からないですけど、

その辺、これからどういうふうに進めていこうとお考えなのか、また、あるんだったら

教えていただけませんか。 

○小路観光産業課長 道の駅の周辺の河川の整備というか、修景についてなんですけれど

も、現在の府のほうにもちょっと要望させていただきまして、道の駅周辺については、

河川の竹とかが非常に伸びているということを聞き及んでおりまして、こちらのほうも、

府のほうにちょっと要望させていただきまして、できるだけ早急に対応させていただく
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ようにということで、依頼をさせていただいております。 

 できるだけ今年度中ぐらいには、一定の区域になると思うんですけれども、伐採につ

いてはしていただけるとは思うんです。 

○村井委員 また、その辺も力を入れてもらいますようお願いしておきます。 

 それと、先ほどの質問にもありましたけど、４月からリニューアルオープン、８月の

ぶどう祭りも、私も見せてもらいましたけど、もうブドウを取り合い状況みたいなすご

い大盛況だったということも見せていただきましたし、前からの野菜の出店の状況、そ

れと付帯したお弁当類の多様性といったところもすごく充実してきたなと。それと、や

っぱり土曜日、日曜日に関しては、道路標識のところでキッチンカーの出店とか、今ま

でにない、特に飲食というのは中々制限がきつかったところで飲食にちょっとでも対応

できるようにと努力されているところもあるのは見てよく分かるんですけど、更なる飲

食、特に飲食スペースを含めたところのことに力を入れていこうとお考えなのか、その

辺の計画があるのだったら教えていただけませんか。 

○小路観光産業課長 飲食スペースの拡大という形なんですけれども、道の駅自身が、面

積自身が決まっておって、府の持っているところと町の持っているところというのがあ

りますので、その辺、キッチンカーとかでしたら、使用の許可とかが必要になってくる

ので、こちらについては、できるだけ府さんと連携を取りながら、キッチンカーとか、

食べ物をできる範囲を広げていきたいと思っていますし、できるだけ、休憩スペースと

いうのが必要になるかというふうに思っていますので、休憩スペースのところで食べる

イートインコーナーとかがあればいいとは思うんですけれども、面積的に限りがありま

すので、できる限りの農産物の分が、本来なら道の駅を含めて農産物の直売というのを

メインでやっておりますので、ちょっとその辺、どれだけの範囲を広げるかという部分

につきましては、今後ちょっと検討していいかないと駄目だと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○村井委員 確かに物理的に、やっぱスペースの状況とか、安全の休憩施設というところ

で、根本をしっかりと守りながらやっていかないといかんと思うんですけど、さっきの

キッチンカーのところでもすごく、私は工夫されているなと思ったのが、ブドウのソフ

トクリームというか、アイスクリームですか、今までにはない、やっぱりブドウの産地

であってブドウのソフトクリーム、アイスクリーム類と言うたらいいのか、お菓子類と

いうたらいいのか、そういうところの出店の工夫とかで、すごくされているなと。限ら
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れたスペースの中でどう太子町を売っていくというところをすごく工夫されているかと

思うので、更なる工夫を加えていただいて、利用者さんのニーズに応えていただきます

ようお願いしておきます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 それに関連してのことになると思うんですけれども、まちづくり推進部観光

産業課で、さっきから何回もあるんですけど、道の駅についてちょっとお尋ねします。 

 １２４頁です。同じですけれども、今年４月に道の駅が大きくリニューアルされイベ

ントも行い、たくさんの人たちが買い物にやってきてとてもにぎやかでした。私も近く

に住んでいる人間なんですけれども、道の駅ではよく買い物をしていました。季節に合

った新鮮な野菜や果物を買うのがとても楽しみでした。 

 初のころは、レジでハプニングがあったり、定着するまでいろんなことがあったと

思いますが、 近はスムーズに進んでいるのでしょうか。お尋ねします。 

○小路観光産業課長 リニューアルした当時のレジのＰＯＳシステムというのがあるんで

すけれども、こちらのほうちょっとまだ、皆さんが慣れなくて戸惑っている部分があり

ました。 

 それとあと、レジについては、対面式じゃなくって自分で現金を入れてという形にな

りますので、ちょっと時間のほうがかかったという部分もありますけれども、今は大分

と皆さん浸透しておりますのでスムーズに今のところいっているということを言ってい

るということで聞いております。 

○藤井委員 私もそのときに、並んでちょっと困ったことがあったんですけれども。 

 もう一つ気になることがあります。タバコの喫煙のことですが、喫煙コーナーがある

のに、自動販売機の前でよくタバコを吸っている人を見かけます。それから、喫煙コー

ナーの場所が気になります。以前、一度指摘して場所を移動してもらいましたが、今は

すぐ横の石のテーブルの近くに喫煙コーナーがあります。小さなお子さんを連れた家族

連れもその場所を使用していますので、横でタバコを吸っていたら受動喫煙になります。 

 国土交通省から道の駅における受動喫煙防止対策の徹底に関する行政相談についての

回答がありました。受動喫煙防止対策に係る制度概要など、健康増進法では特定施設な

どにおいては「何人も喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周

囲の状況に配慮しなければならない」とされているほか、「特定施設などの管理権限者

は喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせ
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ることがない場所とするよう配慮しなければならない」とされています。また、同法で

は、「多数の者が利用する施設を第１種施設及び第２種施設に分類して、特定の喫煙場

所以外では喫煙を禁止しており、道の駅は第２種施設に該当する」と書かれています。

このため、これらに該当する道の駅については同法の趣旨に沿った受動喫煙防止対策を

講じることが求められています。なお、地方公共団体の中には、独自に受動喫煙防止対

策の条例やガイドラインなどを策定し、管理する施設では屋外において喫煙できないよ

うに努めるよう定めている例が見られると述べています。 

 太子町の道の駅も子どもたちもたくさん来ます。受動喫煙になることもあります。ぜ

ひ取り除いていただくか、どうしてもできないのであれば、トイレの横の自動車が停ま

っているところに場所を変えていただくか、より良い方法を考えていただいたいと思い

ます。このことについて、どこまで話合いが進められていますか、お尋ねします。 

○小路観光産業課長 タバコの喫煙場所ということなんですけれども、当初、物販施設と

トイレの間の自動販売機のところにあったわけですけれども、ちょっとそれを入って左

手の一番端のほうに持っていかせていただいたんですけれども、藤井委員のおっしゃっ

ていただいている、そのような部分につきましては、子どもさんがということでおっし

ゃっていると思うんですけれども、喫煙場所につきましては、できるだけ、うちとして

も、皆さんの不快な部分のないような部分でさせていただきたいという部分があります

ので、今後、その場所がどうしても子どもさんとかの部分になるようでしたら、若干場

所を移動させていただくような形、藤井委員がおっしゃっているトイレの横という部分

もあるんですけれども、また違った意見もあるかもしれませんので、ちょっと今後また、

その辺については検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○藤井委員 どうもありがとうございました。よろしくお願いします。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 １３１頁。安心安全まちづくり事業でブロック塀等撤去促進事業は恐らくこ

れは数年前の震災からされている事業だと思うんですが、９件で一応１０２万７千円が

執行されている。これに関して、だんだんこの助成があるということは住民さんがちょ

っと薄らいできているのと違うかな。それと、この制度を使っている件数も９件ぐらい

で止まっているのかなと思うんですけれども、この辺のところの分析はどういうふうに

考えられていますか。 
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○鳥取地域整備課長 ブロック塀等の撤去促進補助につきましては、これは当初、平成３

１年の３月末までという事業でございました。ただ、府内の市町村の実施状況や本町の

利用状況を鑑み、２度延長させていただきまして、令和４年３月３１日をもって現在終

了している状況でございます。 

 令和４年度以降につきましては、大阪府の補助制度も廃止されておりますので、また、

南河内の近隣市町村の多くが既に廃止、または令和３年度末で終了していることから、

再開はしない方向でいっております。 

 ただ、この９件という数字でございますが、過去平成３０年度から４年間で一番大き

い数字でございました。 終令和３年度で終わるということで、ある意味駆け込みがあ

ったのかなということで、一定の効果は見られたのかなというふうに考えております。 

○建石委員 この辺のところも、制度は終了しているという、これは教育委員会の通学路

の問題で、こういう事業がされたと思うんですけれども、今後ともやっぱり制度がなく

なっても、この辺も通学路というのはきっちりした安全対策を、今後ともお互い原課同

士でやっていただきたいなと思います。 

 それと、歳入の４１頁で、資源ごみ売却代が３８９万円とあります。ここの１１３頁

目、収集の事業費としてまあまあ結構歳出されているんですけれども、ここ 近、コロ

ナ禍で缶とかペットボトルの処理が増えていると、僕は推測するんですけれども、その

辺のところはどうでしょうか。 

○木下環境農林課長 まず、ごみの缶・瓶の排出量のご質問ですが、缶・瓶につきまして

は、量としましては、家庭系でいきますと、量のほうは減ってございます。昨年度より

６トンほど減ってございます。人口が減っておりますので、人口減少に伴い減っておる

のかと思います。ほかペットボトルとプラスチックについては、かなり増えてございま

して、過去５年で令和３年度が 高の数値が出ております。 

 資源ごみの売却代についても、触れられておったかと思いますが、資源ごみにつきま

しては、アルミ・鉄に関しまして、量はさほど変わってないのですが、売買単価がかな

り跳ね上がっておりますので、これにつきましては、過去５年で、アルミ・鉄の売却額

は 高となってございます。 

 以上です。 

○建石委員 これ、ちょっと理解をしていないかもわからないけど、資源ごみの中に金属

類も入るわけですね。金属類の中に、４種類以外の家電製品も入ってくると思うけど、
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この資源ごみの中にも金属、先ほど、アルミ云々とか答弁があったけれども、それもや

っぱり入ってくるんですね。 

○木下環境農林課長 金属ごみに関しましては、資源ごみの売却代のほうには含まれませ

ん。 

○建石委員 含まれないということは、例えば、アルミ材を出したと。それは駄目なんで

すか。 

○木下環境農林課長 缶・瓶の収集日に出されたものは、アルミ・鉄として売却益が上が

るんですが、金属ごみの日に出されたものに関しましては、売却益の中には入らないと

いうことでございます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○山田委員 先ほどから、道の駅に質問が集中しておりまして、僕のほうもざっくりと簡

単に質問したいと思います。 

 とにかく、道の駅がリニューアルして業績が好調であるということも聞きました。プ

ロポーザルへ取ったのがまちづくり観光協会。これが１１９頁にもありますように、た

いしくんＰＲ事業で７１３万円で、次の頁で、助成金で８５８万円。これは、観光・ま

ちづくり協会が 初スタートしたときに、一番問題になったのは、食い扶持はどうなる

のだと。いや、それは５年ほどで、我々で何とかＰＲ事業をなんかして、食い扶持をあ

る程度稼ぐんやというところからスタートしたんだけれども、今のところ、物品販売や

とか、会計報告にあるのかないのか分からんぐらいの少額のもので推移してきたと思い

ます。 

 その状態の中で、今度は道の駅のプロポーザルで運営を受けているから、業績好調で

あれば、収益も入ってくると。そうなってくると、まちづくり観光協会の財源になるん

じゃないかと。私は思っておるんですけれども、そうすると、今の１千５００万円ほど

の助成も少なくて済むのかなあと勝手に思っておるんですが、どうでしょう。 

○小路観光産業課長 道の駅と観光協会の部分の補助金の関係とかでおっしゃっていると

思うんですけれども、協会の補助金については、観光振興とまちおこしの核となるため

の組織として、内外に広めるためにＰＲを図る部分で、啓発活動を行っていただいてい

る補助金としてさせていただいているということで、職員の経費とかについては、観光

協会でさせていただいております。 

 ただ、道の駅の部分については、管理は協会も行っているんですけれども、道の駅の
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運営につきましては、独立採算制を取っておられますので、またその辺は違うと。その

分が協会に入るとか、そういう部分ではないと思っていただきたいと思います。 

○山田委員 分かりました。続いて、先ほどスマート農法の話で、大阪版認定農業者支援

事業の話なんですけれども、今度の決算でも４９万円と、これは大々的にやった以上に

金額が少ないんじゃないかと思っておるんですが、何か問題があるんですか。 

○木下環境農林課長 大阪版認定農業者支援事業補助金のご質問でございますが、これに

つきましては、この事業は３分の１補助となっておりまして、３分の２が農家さんの負

担ということになっております。 

 ブドウのハウスの自動開閉装置に使っていただいておるのですが、１方向というんで

すか、１面を開けるだけでも２０万円ほどするような高額な機械ですので、農家さんの

ほうも中々３分の２の自己負担が発生するというところで、毎年、だいたいお三方ぐら

いの申請となっておるところでございます。 

○山田委員 中々高齢者のブドウ農家に対してお助けマン的な政策であったと思うんです

けれども、あんまり効果がなかったということなのでしょうね。 

○木下環境農林課長 私どもとしては、効果はなかったとは考えてございませんでして、

実際につけられた方、ぶどう塾のお話を聞きますと、非常に役に立っていると聞いてお

ります。ただいかんせん、投資費用が大きいものですから中々実施に踏み込まれる農業

者さんが少ないというのが現状でございます。 

○山田委員 そしたら、 初にスタートしたときはもっと金額が大きかって、これからＰ

Ｒすると言ったけれども、中々農家がついてこなかっというふうに僕は感じるんですけ

ど、いかがでしょう。 

○木下環境農林課長 この事業に関しましては、令和２年度から実施されておりますけれ

ども、令和２年度、令和３年度、約３名ずつの方がされていまして、今年度につきまし

ても、また違う新たな３名の方がやりそうだというふうに聞いておりますので、少ない

ながらも事業実施について、ご理解といいますか、やっていきたいという方はいらっし

ゃると認識しております。 

 以上です。 

○山田委員 ありがとうございます。 

 それから、ちょっと脱線するかもしれませんが、１２９頁の空家対策事業ですけれど

も、ここに上がっている金額は、これは委員会の報酬であると思うんですが、我々は、
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空家バンクを今年の１月から創設したんだが、所有者の思いもあって中々乗って来ない

ということで、空家の提供が中々ないということで問題なんだというのを以前聞いてお

るんですが、現在、どんな感じになっているんですか。 

○鳥取地域整備課長 まず、令和３年度末時点での空家数につきましては、約１６９軒、

私のほうで把握している軒数でございます。ご質問にありました空家バンク登録につき

ましては、やはり現在もゼロ軒となってございます。ただ、空家に住みたい、借りたい

という方につきましては２５件、うちのほうで申請が来ておりますので、できるだけこ

のような方の要望に応えたいということと空家の数を減らしていきたいということを引

き続き、空家の所有者の方には、なるべく登録していただいて、できるだけ利活用して

いただくというふうなことを考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○山田委員 ありがとうございます。少し脱線するんですけれども、今度は空家の再生と

違うんですが、過日、皆さん、ご存じのように、特定空家が一部崩壊しまして、藤原前

副町長も視察されて、私自身も行政代執行の検討をお願いしていたんですが、相続人会

議も予定されていたんですが、間に合わなくて崩壊しました。来るときが来たんだなと

いうふうな感じもあったんです。 

 近接町道は、数年前から、役場のほうから通行禁止をしていただいておりましたので、

事故はなかったんですが、生活道路の通行禁止、迅速に解除してほしいと思って何度か

担当者にお願いにあがったんですけど、結局、崩壊してしまったと。この件について、

特定空家について、今後の考えていることがあるんだったら教えてください。 

○鳥取地域整備課長 ご指摘の春日にありました崩壊寸前の家屋につきましては、５月の

大雨によって自然に崩壊してしまいまして、その後、所有者のほうで撤去していただい

て、現在は通れるような形でスムーズなことになっており、その危険性もなくなってご

ざいます。 

 ただ、同じような空家がほかにもないのかというところですけれども、太子のほうに

１軒ちょっと危険やなと思われるところがあるんですけれども、そこにつきましても、

引き続き所有者の方に撤去なり除去していただくと。今回は、その除却に関しましても、

本年度に限りますが、コロナの支援者負担ということで２０万円の除却補助金を上乗せ

でもう２０万円補助金を上乗させていただきますので、できるだけそれを活用して年度

内に早く除却していただくように働きかけていきたいと考えております。 
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○山田委員 ありがとうございました。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 １３３頁のところの水防費のところなんですけど、土のうを千袋分の予算と

いうことで説明があったんですけど、その千袋の土のうは、保管はどこでされているの

でしょうか。 

○鳥取地域整備課長 これにつきましては、太子の上宮学園のちょうど真ん前にございま

す、私らで言う太井川倉庫というんですけれども、そちらのほうで保管しております。

千袋というのは、中に土が入っている状況ではございません。袋の状況で箱に詰めて保

管しているということです。 

○村井委員 所管がちょっと違うかもわからないんですけど、今、実際に土・砂が入った

土のうというところの保管は、ある程度の数はキープされているのか。これは管轄が違

うかもわからないですけど、教えていただけませんか。 

○鳥取地域整備課長 管轄は、私のところで結構でございます。 

 土のう袋は先ほど、千袋というのは土が入っていない袋の状態でございます。すぐに

でも使える土入りの土のう袋につきましては、同じ倉庫に約３００保管をしております。 

○村井委員 先ほど、私の質問にありましたけど、この土日の夕方に両日、ゲリラ豪雨と

言われる夕立というのか、すごい雨が降って道路に湧水があったと太井川倉庫で保管さ

れるのはすごく管理状況があっていいかと思うんですけど、やっぱりその辺、住民さん

とも共同で防災というところを考えたら、やっぱり地区集会所、自治会の集会所、もし

くは消防団ポンプ倉庫とか、そういうところにある程度の保管をしていただいて、自助

的に土のうを設置していただくとか、タイムリーに対応していただく、役場の職員がト

ラックに乗って太井川まで行って土のうを届ける、それももちろんありだと思うんです

けど、やっぱり迅速が対応といったところで、ほかの場所の再検討もありではないのか

なと思うんですけど、その辺のお考えがあるなら教えていただけませんか。 

○鳥取地域整備課長 土のう袋に関しては、今、３００袋を太井川倉庫のほうに置いてお

ります。ただ、皆さんもご存じかと思いますが、あくまで土のう袋というのは仮設材で

ございます。長年、やはり土を入れた状態で雨ざらしにしておくと、袋が劣化して破れ

てしまっていざというときに使えない状態でございます。ですので、できるだけ屋内に

置くように、私らもしてございますが、やはりそれでも、有事の際には、実際、行った

ら使えないというようなことにもなりかねませんので、集会所等に置く場所がありまし
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たら、そういうことも考えていきたいなというふうには考えておりますが、できたら、

屋内に置くような形で考えていきたいと思います。 

○村井委員 おっしゃるとおり保管状況ももちろんあると思うんですけど、日本で言われ

る雨季というところに対応する時期、１年間通じてということでもないと思うんですよ。

凍結防止剤は１年間置いておくわけにもいきませんし、それと一緒で、やっぱり迅速な

対応をしてもらう。そこで役所だけがやるのではなくて、住民さんの皆さんが一緒に対

応するということは、非常に重要やと思うので、やっぱりその辺の認識を持ってもらう

のも、保管場所の再検討なり、また、土のうの使用基準の利活用のところの使い方の見

直しとかいうのも、しっかり住民さんと対応してもらう。これはまた部署をまたいだと

ころの連携になってくるかと思うんですけど、またその辺を密に取ってもらいますよう、

お願いしておきます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（博）副委員長 １２９頁、都市計画管理事業にも南河内広域行政共同処理事業負

担金について、ちょっとお聞きいたします。 

 私は勉強不足で、本当に申し訳ないんですけれども、そもそも南河内広域行政共同処

理事業とはどういうものなのか教えてください。 

○鳥取地域整備課長 これにつきましては、平成２４年に遡りますが、市街化区域内の都

市計画法や宅地造成規制法に関する許認可や採石法に関する検査などは、それまで大阪

府が行っておりました事務であったもので、それが市町村に移る事務移譲というのがご

ざいました。それらの事務には特化した専門的な知識が必要で、当時大きな市や大阪府

ではそれらの職員もおり対応もできておりましたが、職員が乏しい町村では、その対応

が困難であるため、近隣の市町村が共同で、それらの事務処理を行うために設置された

ものであります。 

 南河内では、富田林が幹事となりまして、河内長野、大阪狭山、太子、河南、千早の

６市町村で構成され、各市町村から事務担当として職員を派遣して、その事務を行って

いるというような状況でございます。 

○ 本（博）副委員長 この負担金は、その事務に必要な経費ということでいいのでしょ

うかね。 

○鳥取地域整備課長 はい。おっしゃるように、その事務に対する人件費、管理運営費を

６市町村で分担することになっております。財源につきましては、大阪府より各市町村
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に支給されております事務移譲に対する交付金、それと各事務の手数料と６市町村の人

口割から算出した額の合計となってございます。 

 以上です。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。この負担金２９５万７千円の下に３６万

円というのがありますが、これも同じでいいのでしょうか。 

○鳥取地域整備課長 先ほどのご質問にありました負担金につきましては、令和３年度に

対する負担金でございます。令和３年度の事務事業に対する負担金でございます。対し

まして、この３６万円というのは、清算金と書いてございます。これは、令和２年度、

まだ前年度の負担金に対する清算金でございます。非常にややこしい話ですが、共同事

務の経費の額は前年度におおよその見込みで計上しますが、実際の経費は、その年度の

人員配置や開発の件数などによって大きく変わっていきます。そのため、各市町村で予

算化した負担金に不足が生じることがございます。ただその負担金の額が確定するのが、

各市町村からの収入を終えた次年度の７月ごろに確定しますので、よって各年度ごとに

一旦予算ベースで負担金を支払い、決算を確定後、不足となれば次年度に清算を行うと

いうシステムになってございます。本議会でも、令和３年度の清算額として補正予算を

上げさせていただいております。 

 以上です。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。２５頁にも、歳入にも同じような南河内

広域行政共同処理職員人件費負担金がありますが、これは歳入でいいんですね。また、

負担金で払った分が戻ってきているのでしょうか、これ。 

○鳥取地域整備課長 これは、先ほど申し上げましたように、共同処理の人件費や運営費

は、各市町村からの負担金で賄っており、その経費は富田林市が幹事市となって会計処

理していただいております。ただ、共同事務所における職員の身分は各市町村の職員の

ままでございます。ですので、その給料体系も各市町村によって異なります。ですから、

太子町の行ってる職員は、太子町が給料を払っていると、富田林が給料払うわけにはい

きませんので、太子町が給料を払っている。よって、その職員の給料は各市町村が支出

しなければならないということで一旦、各市町村から負担金として集められたお金の中

から、派遣している職員の給料分をその年度末に富田林から受け取るというような形を

取っております。 

 以上です。 
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○ 本（博）副委員長 丁寧な説明、本当にありがとうございました。 

 それともう一つあるんですが、これは決算に反映していないんですけれども、この１

月に行われているさくらねこ事業に関して、現在の状況をちょっと教えていただけます

でしょうか。 

○木下環境農林課長 地域猫の不妊手術事業に関するご質問でございますが、これに関し

ましては、委員おっしゃられるとおり事業費としては発生しておりません。全てボラン

ティアで賄われておる事業でございます。とは言え、今年１月から始まりまして２月の

申請受け付けに始まりまして、毎月のように事務としては発生しております。 

 ちなみにでございますが、実績としましては、登録団体としましては３団体、登録い

ただいておりまして、７月末の時点で５７匹の野良猫の不妊手術を実施したところでご

ざいます。 

 以上です。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。今後ともボランティアの方々にまたよろ

しくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 １１７頁の万葉の森等維持管理委託事業のところですけど、これはさっき説

明では、自然を守る会のところに委託していただいてというところで、管理していただ

いていると思うんですけど、維持管理をしていただいている業者さんとか団体の会員さ

んとかで、草刈りもしくはその範囲、どこからどこまでですよとか、道路から登山道と

か、どの範囲ですよとかいうところの共通認識、またそういうのが周知というところは

しっかりと連携を取ってやっていただいているのでしょうか。 

○木下環境農林課長 二上山の万葉の森の委託のご質問ですが、委託の中にもいろいろご

ざいまして、ポンプの委託や電気設備の委託というところはあるんですが、それ以外に

草刈りという部分も委託させていただいておりまして、草刈りにつきましては、自然を

守る会さんのほうに、園路延長２千７７０メートルと古代池周辺の草刈りということで、

年２回実施していただいておるところでございます。 

 山ですので、大まかな地図にはなるんですけれども、そういったものはお渡ししてい

るんですが、長年の経過の中で我々の委託を超えて実施していただいておるところがご

ざいますので、細かいところでここまでというのは、すり合わせができていないところ

ではございますので、その辺につきましては、改めて実施していただいている方とすり
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合わせは必要あると認識しております。 

 以上です。 

○村井委員 実施されている団体さんの会員さんから、特にこのコロナ禍における入山に、

登山、ハイキングに来られる方がすごく増えていると。その中で、ごみの不法投棄、周

辺にある駐車場のところの不法投棄というか、ごみを忘れているのか分からないけどそ

のまま置いてあるというのがよく聞くんです。その辺のところも、気がついたらやって

いただいている。今も草刈りの話がありましたけど、ご厚意で道路からちょっと広いと

ころまでやっぱり景観のところもあるからやっているよというところも聞いてます。 

 ただ、登山の方が草花を期待されて登られる方が非常に多いと聞いているんですけど、

その辺の草刈りの方法を、せっかく咲いている花を草刈り機で飛ばす、また草刈りする

人からしてみたら、その草だけ残してくださいというたら、かなりの注意力と技術力が

要るかと思うんですけど、その辺の施工者さんとの連携というのはどう取られているの

でしょうか。 

○木下環境農林課長 草刈りの手法といいますか、方法でございますけれども、委員がお

っしゃれるとおり、草花というところで、草刈りをしてしまうとお叱りを受けるところ

は多分にございます。そういった意味でも、中々これを、自然を守る会さん以外のとこ

ろに委託するというのは難しい状況でございまして、長年の経験の中から草刈りを、こ

ちらとしては完全に委ねておる状況でございますので、いつまでもやっていただけるか

分からないので、その辺は我々としても認識というのは共有しておくべきだというのは

認識してございます。 

○村井委員 私も草刈り機を使うこともあるんですけど、やっぱり草刈り機でやったら、

草は全部ばっと刈ってしまうといったところで、この１本の花だけ残して刈ってくださ

いというのは、すごく集中力と注意力が要る。何となくやっていたら、もう全部刈って

しまう。全部刈ったら楽なんですけど、その辺、慣れた業者さん、もしくは会員さんの

ほうがしっかりとやっていただけますように連携を取ってもらうのと、もう一個、下の

駐車場の管理といったところもしっかり考えてやっていただいたほうが、地権者さんの

ご厚意で駐車場として活用させてもらっている箇所もあると思うんです。その辺のとこ

ろも、しっかりと共通認識というか、お互い同じ方向を向いて話ができるようないい方

向に、しっかり話合いをしてもらいますようにと、特に、私も二上山に登られる方がい

るのに、金剛山のロープウェイが止まってしまって金剛山の駐車場はお金が要る。太子
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町はここの二上山のところの駐車場はただやから、みんな、ここに集まるんやないかと。

ちょっとそういう声も聞いたので、その辺もしっかりと地権者さんと話合いをしてもら

いますよう、検討してもらいますようお願いしておきます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○西田委員長 ないようでございますので、まちづくり推進部関係についての質疑を終わ

ります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１３時からです。よろしくお願いします。 

午前１１時４８分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○西田委員長 それでは、再開いたします。 

 教育委員会関係についての説明を求めます。 

○池田教育次長 それでは、教育委員会の町立学校・園給食センターを含む教育総務課及

び生涯学習課所管分も決算説明をさせていただきます。 

 それでは、歳出の説明からさせていただきます。 

 決算書の１３４、１３５頁をお願いいたします。 

 教育費の総額では、９款教育費、支出済額１２億８千５２３万１千７３５円で、一般

会計総額に占める割合としては２０.５％となってございます。９款教育費、１項教育

総務費、１目教育委員会費、支出済額１億９千１２３万１千３７１円となってございま

す。 

 １３６、１３７頁をお願いいたします。 

 教育委員会運営事業３千３１万８千３１６円は、教育委員４名の報酬や幼稚園、小中

学校の介助員、学校巡回嘱託作業員の報酬など教育委員会の運営や各学校園に共通する

経費の支出を行ってございます。１節の報酬は、小中学校の介助員８名、学校巡回嘱託

作業１名、小中学校の図書司書１名に係る人員減となっております。１２節の委託料の

うち、ＰＣＢ廃棄物処理業務委託料及びＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託料は、旧来、学

校・園で使用し、撤去保管をしてございましたＰＣＢ使用照明器具を処分するための収

集運搬、処分に係る業務委託料となってございます。学校保健事業６７６万３２５円は、

児童生徒の各種検診に係る学校医の報償費や検査委託料、学校管理下における児童生徒
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の災害給付を行う日本スポーツ振興センターへの負担金など、学校保健に関する経費を

支出しております。７節、報償費の学校各種検診医師等報償費４１１万４千３３０円は、

幼稚園、小中学校の園児・児童・生徒９９８人分の検診に伴う内科医等１４人に対する

報償費の支出を行ってございます。 

 次頁、１３８、１３９頁をお願いいたします。 

 教育振興事業３２０万６千４４２円は、教育研修会講師謝礼や中学校の英検受験に対

する補助金などを支出を行っています。１８節の負担金補助及び交付金の１２４万８千

８９０円は、英語検定試験検定料補助金で、町立中学校３４２人、町立小学校１９人分、

私立の小中学生２人分の受験料の支出を行ってございます。ＡＬＴ外国語指導助手の配

置事業６５４万７千４６７円は、ＡＬＴ２名の賃金等町立学校・園に対するＡＬＴの廃

止に関する経費の支出を行ってございます。総合学校支援事業４７８万１千１００円は、

スクールソーシャルワーカーや学校支援チームの弁護士の謝礼等、学校の様々な教育課

題等を専門的見地から解決を図るために要する経費の支出を行ってございます。本事業

では、スクールソーシャルワーカーを各小中学校及び関係機関へ１７４回の派遣を行っ

ております。さらに、学校支援チームとしては、スクールカウンセラー、スクールロイ

ヤー、スーパーバイザー、スクールソーシャルワーカー及び元学校長の派遣を行ってお

ります。適応指導教室運営事業５９４万２千４６６円は、指導員２名の賃金等、教室の

運営に係る経費の支出を行っています。適応指導教室、通称なごみルームは、心理的な

側面により登校したくてもできない児童生徒に対して、きめ細やかな指導を行うことに

より、集団生活への適応能力を養い、学校生活に復帰できることを目的に設置をしてい

るものでございます。１４節工事請負費３１０万３千１００円は、令和３年７月から９

月を工期として実施をしました磯長小学校新館１階への適応指導教室移転工事請負費と

なってございます。竣工後、仮移転をしてございました庁舎水防倉庫の旧運転手室から

新施設への移転を終え、２学期から現在地での開設をしてございます。入学祝品贈呈事

業１８１万４千４４７円は、子どもの成長を切れ目なく支援するため、小中学校等に１

年生として入学する児童生徒の保護者に対して、入学祝品として図書カードを贈呈して

ございます。小学生は５千円、中学生は１万円となってございます。 

 次頁、１４０、１４１頁をお願いいたします。 

 社会教育事務事業８万７千８９円は、生涯学習課職員の旅費等の支出をしてございま

す。新型コロナウイルス感染症対策事業６０５万９千９６１円は、新型コロナウイルス
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感染症対応地方創生臨時交付金を活用した対策事業で、新型コロナの長期化による子育

て家庭の支援のため、令和４年度に、新小学１年生、新中学１年生となる子ども世帯に

新入学応援緊急給付金１人当たり３万円の支給を行ったもので、新小学校１年生９３人、

新中学校１年生１０８人、計２０１人に対しまして、支給総額６０３万円の支給を行っ

てございます。 

 ２項磯長小学校費、支出済額６千５１２万５千７６８円。磯長小学校は児童数４２４

名、通常学級１３学級、支援学級が５学級となってございます。１目の学校管理費、支

出済額５千７５万９千２２円、磯長小学校運営事業教育総務課配当分３２４万２千９８

４円は学校校務員１名に係る人件費、テレビ受信料、ＡＥＤ賃借料等の支出を行ってい

ます。磯長小学校運営事業学校配当分４３５万８千６５４円は、維持管理や学校運営に

係る消耗品、備品購入費、教育研究会負担金等の支出を行ってございます。１０節の需

用費のうち消耗品費では、学習用消耗品やコピー紙等の購入を行っております。 

 次頁、１４２、１４３頁をお願いいたします。 

 １７節の備品購入費では、公用備品としまして、ポスタープリンター、スポットエア

コン等の購入を、また、図書購入費としまして３２６冊の図書の購入を行ってございま

す。磯長小学校施設維持管理事業教育総務課配当分５１０万９０円、１０節の需用費の

修繕費１０万４千８３０円は東校舎遮光ネット張り替え等の修繕を行っております。１

２節委託料のうち磯長小学校設備保守委託料は、自家用電気工作物やエレベーター、消

防設備等の設備保守点検委託料となっております。１４節の工事請負費は転落防止柵の

設置工事、プール外部スロープ新設工事、支援教室及び新館教室のエアコン設備工事等

を行ってございます。磯長小学校施設維持管理事業学校配当金４８０万６千６１２円。

１０節の需用費の修繕費４４万９千５３０円は、体育館網戸取付修繕、保健室の電気温

水器交換、跳び箱の張り替え修理等を行ってございます。磯長小学校改修事業３千１２

８万９千５００円は、平成３１年度より継続して取り組んでまいりました学校トイレ改

修事業の２期目工事としまして、新館校舎のトイレ改修事業を実施してございます。新

型コロナウイルス感染症対策事業１９６万１千１８２円は、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金などを活用して行った学校における感染対策事業で、１３節使

用料及び賃借料は、次頁、１４５頁をご覧ください。 

 修学旅行における密対策で台数を増やしたバスの借上料、１７節の備品購入費では、

音楽の授業において声を出す合唱等を避けるための打楽器購入やスポットクーラー、業
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務用暖房機の購入などを行ってございます。２目教育振興費、支出済額１千４３６万６

千７４６円、磯長小学校教育振興事業教育総務課配当分７４５万３千５６３円は、パソ

コン機器の賃借料及びソフトウエア使用料、特色ある学校づくり補助金の支出を行って

ございます。１３節の使用料及び賃借料６９５万７千１８５円はパソコン機器の賃借料

で、タブレット端末の児童用が１５６台、教師用が２４台、校務用のパソコンが４０台、

また、ソフトウエア使用料は事業支援ソフトのウインバードの使用料となってございま

す。１８節の負担金補助及び交付金４９万６千３７８円は、校内研修講師謝礼や児童学

習図書、学習農園資材等の需用費等で、特色ある学校づくり補助金の支出を行っており

ます。磯長小学校教育振興事業学校配当分７１万１５５円は、教材用備品として電子ミ

シン、絵画作品乾燥機等の購入を行っております。磯長小学校就学援助事業４５７万２

千５７１円は、要保護５名、準要保護６２名に対する就学援助に要した経費となってご

ざいます。内訳としましては、医療費扶助が０名、学校給食費扶助が６５名、校外活動

費扶助が１１名、新入学用品費扶助１０名、修学旅行費扶助１１名、通学用品費扶助５

７名、学用品費扶助６６名となってございます。磯長小学校支援学級事業１４万４千９

２６円は、支援学級の運営に要する経費の支出を行ってございます。１０節の事業費の

消耗品費は、野菜や花の苗、紙粘土等の購入、１７節の備品購入費では、教材用備品と

して壁かけフィルムミラーや黒板等の購入を行っております。ＩＣＴ教育振興事業６１

万２千２４１円は、学校におけるＩＣＴ教育活動に要する経費の支出を行っており、１

０節需用費の消耗品費は、ＩＣＴ教育に係るプリンタートナーなどの消耗品、１７節の

備品購入費ではポータブルスピーカー、ワイヤレスマイク等の購入を行ってございます。

学校ＩＣＴ環境整備事業８７万３千２９０円は、ＧＩＧＡスクール構想に伴い整備をい

たしました学校ＩＣＴ環境の拡充に必要な経費の支出に伴うもので、１２節委託料でＧ

ＩＧＡスクールサポーターの配置業務委託、１７節の備品購入費で、持ち帰り学習のた

めのモバイルルーター６４台の購入を実施してございます。 

 ３項の山田小学校費、支出済額２千３９２万２千９５４円。山田小学校は児童数が１

９０名、通常学級７学級、支援学級が３学級となっております。なお、山田小学校費に

つきましては、磯長小学校費とほぼ同内容となりますので、主立った事業を中心に説明

をさせていただきたいと思います。１目の学校管理費、支出済額１千４８３万８千６７

２円、山田小学校運営事業の教育総務課配当３４２万８千７４２円は、学校校務員１名

に係る人件費、テレビ受信料、ＡＥＤ賃借料等の支出を行っております。 
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 次頁をお願いいたします。 

 山田小学校運営事業学校配当分３０５万９千２６８円。１７節備品購入費６６万５千

７１６円は、公用備品として書架、片袖机等の購入を、また、図書購入いたしまして、

１８９冊の図書の購入をしてございます。山田小学校施設維持管理事業教育総務課配当

分３８９万８千５６円、１７節の工事請負費で東校舎屋上防水工事、同校舎の教室エア

コンの設置工事を行ってございます。 

 山田小学校施設維持管理事業学校配当分３１３万３千８７２円は、次頁の１０節需用

費の修繕費では、校舎南館３階の照明のＬＥＤ交換や理科室換気扇の修繕を行ってござ

います。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１３１万８千７３４円では、１３節使用料及び賃

借料は、５年生の宿泊訓練における密対策のための台数を増やしましたバスの借上料、

１７節の備品購入費は、スクリーンついたてや打楽器などの購入をしてございます。２

目教育振興費、支出済額９０８万４千２８２円、山田小学校教育振興事業教育総務課配

当分４８７万７９２円、１３節の使用料及び賃借料４５７万８９６円はパソコン機器の

賃借料でございまして、タブレット端末児童用が６１台、教師用が１６台、校務用パソ

コンが１２台となってございます。山田小学校教育振興事業学校配当分５９万７千６５

０円は、各種教材の購入を行ってございます。山田小学校就学援助事業２３６万８千６

１６円は、要保護１１名、準要保護３３名、計４４名に対する就学援助を行っておりま

す。内訳としましては、医療費扶助が３名、学校給食費扶助が３３名、校外活動費扶助

が７名、新入学用品費扶助が７名、修学旅行費扶助が８名、通学用品費扶助が２９名、

学用品費扶助が３６名となってございます。山田小学校支援学級事業１３万９千６６９

円、山田小学校の支援学級の教室の支出を行ってございます。ＩＣＴ教育振興事業４９

万６千６５円。１７節の備品購入費１８万６千２３０円は教材用備品として、フロア式

スクリーン、デジタルカメラ等の購入を行ってございます。学校ＩＣＴ環境整備事業６

１万１千４９０円。 

 次頁の１２節委託料で、ＧＩＧＡスクールサポーターの配置業務委託料、１７節の備

品購入費で持ち帰り学習のためのモバイルルーター３０台の購入を実施してございます。 

 ４項中学校費、支出済額４千２７９万４千９４３円、中学校は生徒数３５０人、通常

学級１２学級、支援学級が３学級となってございます。なお中学校費につきましても、

磯長小学校費及び山田小学校費と同内容となりますので、詳細については主立った事業
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を中心に説明をさせていただきます。１目学校管理費、支出済額２千３６３万７千６２

９円。中学校運営事業の教育総務課配当分３４１万６千８６円は、学校校務員１名に係

る人件費、テレビ受信料、ＡＥＤ賃借料等の支出を行っております。中学校運営事業の

学校配当分４６３万９千４４円は、１７節の備品購入費６４万３千４５１円は、校用備

品としまして電動アシスト自転車、コードレス掃除機等の購入を行っております。また、

図書購入費では、３６２冊の図書の購入を行ってございます。 

 中学校施設維持管理事業教育総務課配当分４４３万８千７１５円、次頁、１５３頁を

お願いいたします。 

 １４節の工事請負費では、図書室の換気扇フードの設置工事、体育館玄関の改修工事

を行ってございます。中学校施設維持管理事業学校配当分８３８万７千１５５円は、１

０節の需用費の修繕費１４８万７千４８８円は、生徒用机や体育館の電気の修繕を行っ

てございます。新型コロナウイルス感染症対策事業２７５万６千６２９円は、１３節使

用料及び賃借料は淡路合宿及び修学旅行等における密対策のため増台分のバスの借上料、

１７節の備品購入費は、スクリーンついたて、オイルヒーターなどの購入をしてござい

ます。２目の教育振興費、支出済額１千９１５万７千３１４円、中学校教育振興事業教

育総務課配当分８３２万６千７８５円、１３節の使用料及び賃借料５９３万３千６２５

円はパソコン機器の賃借料で、タブレット端末、児童用が１２６台、教師用が２８台、

校務用パソコン２４台となってございます。中学校教育振興事業、学校配当分１３８万

８千７０円では教材用備品の購入を行ってございます。中学校就学援助事業７９３万７

千５０９円では、要保護７名、準要保護６４名、計７１名に係る就学援助を行っており

ます。内訳としましては、医療費扶助が２名、学校給食費の扶助が６４名、校外活動費

扶助が６７名、新入学用品扶助が２０名、修学旅行費扶助が１９名、通学用品費扶助が

３９名、学用品費扶助が６６名となってございます。 

 次頁、１５４、１５５頁をお願いいたします。 

 中学校支援学級事業１４万３千３５６円は、１７節の備品購入費１０万３千３７０円

は、片袖机、椅子等の購入を行っております。ＩＣＴ教育振興事業５４万９千９０４円

は、ＩＣＴ教育関係の教材及び備品の購入を行っております。学校ＩＣＴ環境整備事業

８１万１千６９０円は、１２節委託料でＧＩＧＡスクールサポーターの配置業務委託、

１７節の備品購入費で持ち帰り学習のためのモバイルルーター５６台の購入を実施して

おります。 



－１１８－ 

 ５項幼稚園費、１目幼稚園費、支出済額１億１千６９０万３千８０３円、町立幼稚園

の園児数は３歳児が１１名、４歳児が１４名、５歳児が９名で全体で３４名となってご

ざいます。幼稚園運営事業教育総務課配当分６７５万９千６５５円は非常勤嘱託員２名

に係る人件費、テレビ受信料、ＡＥＤ賃借料、特色ある学校づくり補助金等の支出を行

っております。１８節の負担金補助及び交付金の特色ある学校づくり補助金は、幼児の

体力向上のための運動器具や遊具等の購入及び質の高い幼児教育を目指す研修講師謝礼

等の活用を行っております。 

 １５６、１５７頁をお願いいたします。 

 幼稚園運営事業幼稚園配当分２５３万６千５５０円は、幼稚園運営のための需用費、

役務費や備品購入費等の支出を行ってございます。１７節の備品購入費ではマイク型拡

声器を、また図書購入費では絵本２３冊の購入を行っております。１８節の負担金補助

及び交付金の副食費補助９１万１千８００円は、幼児教育無償化に係る施策として実施

をしてございます町立幼稚園給食の副食費分の無償化に応じた経費で、給食の実施日数

１５０日延べ４千８４３人分の助成の実施をしてございます。幼稚園施設維持管理事業

教育総務課配当分１５７万７千５１０円は、幼稚園施設の清掃、設備補修、機械警備の

委託料の支出を行っております。幼稚園施設維持管理事業幼稚園配当分１４８万３７６

円のうち、１０節の需用費の修繕費１７万３千７１０円は、園庭の地盤改良や遊具等の

修理を行っております。預かり保育事業１６９万３千４５０円は、預かり保育の講師２

名分の会計年度任用職員の報酬の支出を行ってございます。預かり保育は、月・火・

木・金は午後２時から５時、水曜日は午前１１時半から午後５時、また長期休業期間中

は午前８時半から午後５時までの実施としておりまして、令和３年度の利用園児数は延

べ２千７１０人となってございます。 

 １５８、１５９頁、上から３つ目の事業になります。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業５０万円は、大阪府教育支援体制整備事業補助金

を活用して行った園内における感染対策事業で、１０節需用費で感染症対策に要する各

種衛生用品、予防用品の購入の実施をしてございます。幼稚園ＩＣＴ環境整備事業９９

万９千６８０円は、令和３年度教育支援体制整備事業費交付金に係る幼児教育の質の向

上のための緊急環境整備及び園務改善のためのＩＣＴ化支援による補助金を活用し、園

舎の通信ネットワーク環境の整備と教員用タブレット端末２台の購入を行っております。

幼稚園改修事業繰越明許費分２千１７９万９千９９８円は、園舎の老朽化しました空調
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設備の改修工事に要した経費でございます。 

 ６項社会教育費、支出済額６億３千８８２万９千７８４円、１目の社会教育総務費、

支出済額１１８万９千７８６円、社会教育振興事業の５０万６５３円は、社会教育委員

７名の報酬や生涯学習に関するアンケートに係る郵送料等でございます。社会教育団体

育成事業１８万７千５９７円は地域婦人会への活動補助金となってございます。なお、

ＰＴＡ連絡協議会補助金は、当該年度は新型コロナウイルス感染症の影響により活動が

実施できなかったため、補助金の支出はしてございません。青少年健全育成事業２５万

９千２２２円は、青少年指導員の報償費や青少年指導委員会への補助金となってござい

ます。 

 １６０、１６１頁をお願いいたします。 

 成人式事業２４万２千３１４円は、成人式開催に係る経費でございます。 

 なお、成人対象者は１６１名うち男性が８６名、女性が７５名、その式典の出席者は

１３９名、参加率は７５.１％でございました。２目の公民館費、支出済額１千１１９

万３千１４７円、公民館運営事業８０８万１千７６２円は公民館の会計年度職員の報酬、

手当、ＡＥＤの賃借料など公民館の運営に要した経費でございます。令和３年度末の公

民館に登録されておりましたクラブ及びサークル数は４５クラブ、１８サークルとなっ

てございます。公民館維持管理事業２６６万１千１７４円は、公民館の光熱水費や設備

保守委託料等公民館の施設維持管理に要した経費でございます。公民館活動事業４５万

２１１円は、前期・後期の各種文化教室と夏休み子ども教室等の講師謝礼及び文化連盟

への補助金となってございます。 

 なお、昨年度の文化祭につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により中止

としましたことから、文化祭事業としての支出はございませんでした。 

 次頁、１６２、１６３頁をお願いいたします。 

 ３目図書館費、支出済額１千４５５万５２７円、図書室運営事業１千４５５万５２７

円は、図書室司書３名と受付事務３名の会計年度任用職員の報酬及び手当や図書購入費

等図書室の運営に要する経費となってございます。図書購入は８１２冊、寄贈冊数が１

３１冊、破損や無料配布等による除籍はこの年は０冊でございまして、令和３年度末現

在の蔵書数は３万５千６２８冊となってございます。また、利用登録者は３千７８８名、

貸出し冊数は１万７千６７２冊となってございます。なお、令和３年１２月から３月ま

で新図書館の建設に伴いまして開設をしておりました仮設図書室での貸出し冊数は、約
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５千冊となってございます。４目の人権教育費、支出済額１７万３千９２４円、人権教

育事業は解放新聞の購読料また人権作品コンクールを主催する人権教育推進協議会の補

助金等となってございます。５目の生涯学習施設等費、支出済額６億５１千１７２万２

千４００円、生涯学習施設等整備事業は、生涯学習施設の整備に係る経費などでござい

まして、１２節の委託料は、当該施設建設工事の施工管理業務及び図書館開館業務の委

託料となっております。なお、図書館開館業務委託の内容は、新規図書１万２千１６１

冊の購入及びその書誌データの作成、新図書館への図書の移設作業、そういった内容と

なってございます。１４節工事請負費は当該施設の建設工事請負費５億６千３４万円と

なってございます。 

 １６４、１６５頁をお願いします。 

 続けて、仮図書室に係りますネットワークの変更作業で４７万３千円。電話機の移設

工事で４８万５千１００円。役場庁舎の既存消防設備の更新工事の請負費で２１４万５

千円となってございます。 

 ７項保健体育費、支出済額１億７千９６５万５４８円、１目の保健体育総務費、支出

済額１千４７万３千３２８円、総合スポーツ公園運営事業９３４万４千５６２円はスポ

ーツ公園の会計年度任用職員の報酬、手当等となってございます。スポーツ推進事業１

１２万８千７６６円は、スポーツ推進委員８名の報酬やスポーツ教室の講師謝礼、トレ

ーニング講習会の委託料、オリンピック聖火リレー備品購入費や体育連盟の補助金等に

要した経費でございます。現在、本町に登録をされておりますスポーツクラブ、連盟と

しましては８団体、各種教室については、スポーツ教室の後期教室で４教室と子ども向

けの夏休みサマーチャレンジを４教室開催いたしましたが、コロナウイルス感染対策の

ため、スポーツ教室の前期教室と太子スポーツデーにつきましては中止としてございま

す。１２節の委託料のうち、例年実施しております総合スポーツ大会、学校プール開放

事業及びスポーツ講習会は中止となりまして、トレーニング講習会につきましては２回

を開催し、１５人の方が受講をされてございます。２目体育施設費、支出済額４千６３

７万５千４７９円。総合スポーツ公園維持管理事業４千６３７万５千４７９円は、スポ

ーツ公園の整備、清掃作業員の報酬や電気代、修繕費及び付帯設備の保守委託料等スポ

ーツ公園の維持管理に要した経費でございます。 

 次頁、１６６、１６７頁をお願いいたします。 

 １４節の工事請負費２千４１６万８千１００円はテニスコートの改修工事費となって
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ございます。１７節の備品購入費１０５万３千５９１円は、少年用サッカーゴールなど

の購入費としてございます。３目の学校給食費、支出済額１億２千２８０万１千７４１

円、学校給食運営事業７千２０７万４千３５２円は学校給食運営委員会経費や給食調理

配送業務の委託料、学校給食の実施に係る経費の支出を行ってございます。なお、給食

実施の回数としましては、小学校で１８７回、中学校は１年生が１７０回、２年生が１

７３回、３年生が１６１回、幼稚園は１４７回の給食の提供をしてございます。 

 次頁１６８、１６９頁をお願いいたします。 

 学校給食センター維持管理事業１千８２８万１千７１９円は、センター運営に係る光

熱水費や設備保守委託料等の維持管理に要する経費の支出を行ってございます。１７節

の備品購入費５２万１千１８０円は保温食缶等の購入を行ってございます。新型コロナ

ウイルス感染症対策事業１千４９４万８千５００円は、新型コロナウイルス感染症の長

期化で経済的に疲弊をする保護者の負担軽減のため、９月から１２月まで町立幼稚園及

び小中学校の学校給食の無償化を実施したものでございます。小学校で延べ２千７４名、

中学校で１千１３１名、幼稚園が１３２名分の実績となっております。 

 ８項の文化財保護費、支出済額２千６７７万２千５６４円、１目の文化財保護費、支

出済額１千６２５万９千９２７円、文化財保護維持管理事業１４３万１千１５０円は文

化財保護事務に要する経費でございます。 

 次頁、１７１頁の１２節委託料は、国史跡鹿谷寺跡の草刈り業務委託、１４節工事請

負費は府指定史跡の仏陀寺古墳の説明用看板の修繕工事を実施してございます。伝統的

建造物維持管理事業１２９万３千９０９円は府登録文化財大道旧山本家住宅の維持管理

に要した経費でございます。国指定史跡二子塚古墳保存整備事業１千３５３万４千８６

８円は、国指定史跡二子塚古墳の適切な保存管理と住民の歴史学習や観光資源として活

用を目指した整備に要する経費でございます。内容につきましては、整備に伴う検討委

員会の委員報償費、旅費及び消耗品費のほか１２節委託料で、史跡等の除草業務、発掘

調査補助業務及び実施設計業務の委託料となってございます。２目歴史資料館費、支出

済額１千５１万２千６３７円、歴史資料館運営事業５２万２千３０円は資料館の運営に

要する経費となっており、１０節の需用費の印刷製本費は官報２１号の印刷に要した経

費、１７節の備品購入費は資料館の資料用図書の購入費となってございます。 

 次頁、１７２、１７３頁をお願いいたします。 

 歴史資料館維持管理事業９３３万２千１３８円は、会計年度任用職員５名の報酬、手
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当及び資料館の光熱水費や設備の保守委託料等施設の維持管理に要した経費となってご

ざいます。企画展事業６５万８千４６９円は、昨年の１０月から１２月に開催をしまし

た聖徳太子１４００年御遠忌記念企画展『聖徳太子墓－叡福寺北古墳－』の開催に要し

た経費で、企画展展示資料の借受けに伴う美術品梱包輸送費及び企画展図録等の印刷費

が主たる支出となってございます。なお、期間中の来館者は１千３５５人となってござ

います。 

 次に、少しお戻りいただいて、６２、６８頁をお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１０目企画費の頁の 下段、東京２０２０オリンピッ

ク聖火リレー運営事業繰越明許費分、支出済額４８４万円は、次の６５頁の記載にござ

いますとおり、令和３年８月実施の東京２０２０オリンピック聖火リレーの運営業務委

託費となってございます。 

 以上が教育委員会所管に係ります歳出でございます。 

 引き続きまして、歳入の説明をさせていただきます。 

 決算書２４、２５頁をお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、３目教育費負担金、１節の教育総務費負担金、

収入済額３９万８千３５０円は、日本スポーツ振興センター掛金の保護者負担金で、幼

稚園児が３５名、小中学生分が９９９名分となってございます。 

 ２６、２７頁をお願いいたします。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料、１節の教育財産使用料、収

入済額３千９６０円は、二子塚古墳敷地内にございます電柱２本分の占用料となってご

ざいます。２節の保育料、収入済額６３万１千５５０円は、町立幼稚園で実施をいたし

ております預かり保育の利用料で、延べ２千７１０名の利用がございました。３節の総

合スポーツ公園使用料、収入済額５６９万５千５００円は総合体育館、テニスコート、

総合グランドの使用料で、利用者の総数は７万７千５１０人となってございます。４節

の文化財使用料、収入済額６万５千６００円は、大道旧山本家住宅の入館料及び使用料

で、入館者総数は１千３６名、そのうち有料入館者数は６５６人となってございます。

５節の歴史資料館使用料、収入済額４２万６千５６０円は竹内街道歴史資料館の入館料

収入で、入場者数が３千４３５名となっております。 

 ２８、２９頁をお願いいたします。 

 ２項手数料、５目教育手数料、１節の教育管理手数料、収入済額５００円は、公共用
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地境界確定に伴う土地登記簿謄本発行の手数料となってございます。 

 少し飛びます３２、３３頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、１節の学校費補助金、

収入済額２千１４６万１千円。就学補助金７万７千円は、小中学校の要保護及び準要保

護児童生徒に係る就学援助補助金。その下の学校施設環境改善交付金１千５０万２千円

は、磯長小学校トイレ改修事業に係ります補助金。公立学校情報機器整備費補助金１７

２万５千円は、ＩＣＴ環境整備事業で配置をしましたＧＩＧＡスクールサポーターの委

託業務及びモバイルルーター購入に対する補助金、学校保健特別対策事業補助金２００

万３千円は、新型コロナウイルス感染症対策として、感染症対策に必要となる物件等の

購入に係る補助金、学校施設環境改善交付金、繰越明許費分７１５万４千円は明許繰越

を行いました幼稚園舎の空調設備改修事業に対する補助金となってございます。２節の

社会教育費補助金、収入済額５５８万７千円は国指定史跡二子塚古墳整備事業に対する

補助金で、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金が１４４万８千円。内容は発掘調査補助委

託料など２８９万７千６２６円に対します５０％。及び史跡等総合活用整備事業費補助

金４１３万９千円。内容は、委員の報償費及び実施設計業務委託料など８２７万８千４

８円に対する５０％となってございます。 

 ３４、３５頁をお願いいたします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、１目総務費府補助金、１節の総務管理費補助金の収

入済額４千２４９万９千円のうち、上から６行目の１３５万１千円は、東京２０２０オ

リンピック聖火リレー支援交付金となってございます。 

 次頁、３６、３７頁をお願いいたします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、８目教育費府補助金、１節の教育総務費補助金、収

入済額４万６千円は文化財保護事務の移譲事務に係る交付金となってございます。２節

の社会教育費補助金、収入済額１８万５千円は、おおさか元気広場推進事業費補助金４

万５千円と文化財保護事業の補助金１４万円となってございます。３節の幼稚園費補助

金、収入済額９９万９千円は、幼児教育の資質の向上のための緊急環境整備事業及び園

務改善のＩＣＴ化支援に係る通信ネットワーク環境の整備と備品購入に係る補助金とな

ってございます。 

 次頁、３８頁、３９頁でございます。 

 １６款府支出金、３項府委託金、６目教育費府委託金、１節の教育総務費府委託金、
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収入済額１万２千円は学校基本統計調査事務委託金となってございます。 

 次頁、４０、４１頁をお願いいたします。 

 １９款繰入金、１項基金繰入金、２目の太子まちづくり「夢」基金繰入金と、３目ふ

るさと太子応援基金繰入金、４目の公共施設整備基金繰入金につきましては、総務部長

の説明にございましたので詳細を把握させていただきます。 

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入、２節の雑入のうち、教育委員会所管の主なもの

についてご説明申し上げます。上から５行目になります。資料館刊行物売却代２７万１

７０円は、歴史資料館等で販売をしました冊子等の４９１冊分の売上げ収入となってご

ざいます。 

 次頁をお願いいたします。中段少し上あたりになります。 

 山田小学校太陽光発電売電量９万２４４円は、山田小学校体育館の屋根上に設置をし

てございます太陽光発電の関西電力からの買取り収入となってございます。下から１４

行目になります。オーパス登録料・更新料１万９千８００円は、全登録者１６８人のう

ち新規登録２４名分と更新者２６名分の更新料となってございます。その５行下、生涯

学習施設等建設工事に伴う仮設用電気及び水道代５４万２千６４３円は、本工事の現場

作業に必要な水道及び電気代で、徴収に先立ちまして当該業者と締結した協定に基づき

徴収をしたものとなってございます。その下、地域スポーツ施設整備事業助成金７００

万８千円は、総合スポーツ公園維持管理事業のテニスコート等改修工事の助成金となっ

ております。その下、イベント参加料２万４００円は、歴史資料館で開催をしました勾

玉づくり体験の参加料となっております。その３行下、公民館水道料金事業費負担金７

万３千２５４円は貯水槽点検不備によるもので、株式会社ＫＢＳからの負担金となって

ございます。 

 次の４４、４５頁の２２款町債、１項町債、３目教育債につきましても、総務部長か

ら説明をさせていただきましたので、私からの説明は省略をさせていただきます。 

 以上、教育委員会の所管に係ります歳出・歳入決算の説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いします。 

○西田委員長 ただいま、教育委員会関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせいたします。 

午後 １時５４分 休 憩 
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午後 ２時１０分 再 開 

○西田委員長 それでは、再開いたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村井委員 令和３年度の決算ということで、令和３年度１年間通じてコロナ禍の中の学

校運営また保護者の協力、行政との連携とかでいろいろ現場も大変やったと思うんです

どね。これ、全国的な調査、アンケートの中でもそういう傾向にあるんじゃないかって

よく言われているのが、生徒児童の学力低下もしくは理解のところに影響が出てきてい

る。そういったところもあるんですけど、その辺、太子町においては、そういう影響が

あるのか。また、辺のところは何かちょっと、分かるところだけ教えていただけません

か。 

○矢野学務指導担当課長 学力低下等の問題につきましては、コロナ禍ということで、学

び自体は、令和２年度につきましては臨時休業とかありましたけれども、令和３年度に

つきましては、通常どおり授業時数実施しております。ただ、感染を拡大しないように

という形の授業ですので、その形をしっかりと創作をすることによって授業の質を確保

しているところです。 

 学力低下につきましては、特に、大きく太子町において、そのような傾向はなかった

というふうに考えております。 

○村井委員 それともう一つ、１年間通じて、そういう生活が強いられたということで、

心身のストレスとか、もしくはその健康状態というところも、影響が、そういう事象が

あったのか、そういう傾向にあった年なのかとか、また、それに合わせてちょっと不登

校の児童生徒が増えたとか、そういうことはなかったのでしょうか。 

○矢野学務指導担当課長 やはりコロナ禍ということでして、例えば、行事の縮小での開

催、それから、子どもたちが楽しみにして遠足であるとかいうことを縮小して実施しな

ければならないということがありました。また、学校のふだんの生活では、例えば給食

を黙食にしたりであるとか、やはり子どもたちが学校生活の中で楽しみにしている部分

が、失われた部分はあると思います。そのことにつきましては、子どもたちに少なから

ず影響があったのかなと思いますけれども、逆に、例えば、ＩＣＴ機器を活用したりで

あるとか、新たな子どもたちの学校生活の楽しみということを創作する中で、補ってい

っているというふうに考えてございます。 
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 あと不登校につきましては、令和２年度コロナ禍の中、中学校においては若干増加傾

向にありますが、小学校においては減少傾向にあるということで、一概にコロナ禍の影

響が、子どもたちの登校の数に影響しているとまでは言えないと思いますけれども、や

はりその影響もあるのではないかというようなことも考えながら、ケース・バイ・ケー

ス、個々への配慮をした対応をしておるところです。 

○村井委員 ありがとうございます。今のご答弁もありましたように、学校園においての

行事の中止といったところに、児童生徒はすごくストレスを、私も当時そうでしたけど、

一つの大きな楽しみであって、思い出づくりの大きな１頁だったと思うんです。だから

その中でも、できるだけ規模縮小して開催していこうというご努力をされたと思うんで

すけど、学校教育において、今年度、しっかり対策した上で徐々に再開してくれている

と思うんだけど、その主な再開の、これまた再開しますというような事象があれば教え

ていただけませんか。 

○矢野学務指導担当課長 このコロナ禍の中ですけれども、完全に中止したというような

学校行事は特にございません。規模を縮小して実施しておるところです。例えば、運動

会等につきましては、保護者の入場制限を行ったりということで、あと種目を少し限定

するというようなことで実施をしておるところです。それが令和２年度、令和３年度。

令和４年度、本年度につきましては、できるだけ通常どおりの実施をしていこうという

ことで、取組を進めております。 

 あと、学校の生活の中では、先ほど、実施していないというふうに申し上げましたけ

れども、体育の授業のプールにつきましては、感染の可能性がかなり高いということで、

前年度、前々年度は中止をしましたけれども、本年度につきましては、感染対策をしっ

かりと行って実施したというところです。 

○村井委員 本当、そういうできるだけ中止にせずに、現場で工夫しながら、また保護者

の皆様のご協力、ご理解を得ながら、規模を縮小してでもやっぱりやっていかないとい

けないというところのご努力は、私もすごいと思います。大変だったと思います。 

 その中で、また、生涯学習課のほうでも、１年通じて中止になる、また規模を縮小し

て開催とかいうところ、生涯学習課のほうで、今年度、そういう開催、また再開します

よというようなところのことがあれば教えていただけませんか。 

○東條生涯学習課長 生涯学習課が所管しております各団体さんも含めまして、各種事業

が令和２年度で引き続き、去年度と含めまして、２年度ほとんどの事業が実施中止とい
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うようなことでまいりましたけれども、今年度におきましては、ふれあいＴＡＩＳＨＩ

におきましても、文化祭におきましても、関係各団体の役員の皆様とどのような形で感

染防止対策しながら実施できるだろうということで、現時点におきましては団体様とお

話しさせてもらいながら、この２つの事業についても実施予定としてございます。 

 また、先ほど、学校でプールがありまして、プール開放につきましても、今年度はさ

せていただいたということで、町といたしましても、できる限り政策会議で日常・平常

を取り戻していこうということになってございますので、今年度におきましても、でき

る事業につきましてはやっていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○村井委員 私たち、コロナの前は、学校行事、生涯学習課だけではなくて教育委員会で

もっている行事というのが毎年のように工夫しながら開催してくれていたところもある

んですけど、今となっては住民また児童生徒のコミュニケーションの場というところが、

やっぱりすごく貴重な行事、時間やったなと思うんです。だから、これからもできるだ

け可能な限り感染対策をやっていただいて、皆さんに喜んでもらうように、１人でも多

く参加してもらえるような行事、またイベントを、学校でもそういうふうに率先して皆

さんが一緒に楽しめるような行事を、これからも大変やと思いますけど、引き続き開催

可能なところから再開してもらいますようお願いしておきます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 それでは決算書の１３７頁をお開きください。 

 教育委員会運営事業の中のＰＣＢ廃棄物処理業務委託並びに収集運搬業務委託につい

てなんですけれども、その内容についてもう少し詳しくお願いしたいと思います。 

○正野教育総務課長 ＰＣＢにつきましては、平成１４年度に町立中学校で使用されてお

りました照明器具を撤去回収いたしまして、安全な状態で役場の倉庫内に保管して、毎

年大阪府のほうに保管している状況の報告をしておりました。 

 この度、法律等も整い処分場の状況も踏まえまして、大阪府の指導のもとで、ＰＣＢ

の高濃度、低濃度の収集、運搬、処分を行いまして、本町の学校施設にありましたＰＣ

Ｂの処分は全て完了した状況でございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。かなり長い年数、待たされたみたいな状態だという

聞かせてもらいました。 
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 では引き続いて、こちらのほうについては、１３９頁の教育振興事業の中の英語検定

試験検定料補助についてなんですけれども、この事業自身がこの近隣とか大阪府内を見

ても、やっぱり太子町独特とのいうんですか、頑張っている分野だというふうなことで

よろしいでしょうか。 

○正野教育総務課長 特に令和３年度におきましては、それまでの町立中学校に限定して

いました対象者を、町立の小学校５、６年生並びに私学の小学生・中学生、国立等も含

めてですけれども、対象範囲を拡大しまして実施しましたところ、町立の中学生にプラ

スして２１名の受験者があったという状況でございまして、本町の英語教育の充実に非

常に寄与している事業であると考えております。 

 以上です。 

○斧田委員 英語というのはやはり国際的な位置づけの中でも、共通語として一番育って

いるところなので、これからも力を入れていただけたらなというふうに思っています。 

 続きまして、同じく１３９頁の中なんですけれども、適応指導教室運営事業の中の工

事請負費の内容について、まず教えていただきたいと思います。 

○正野教育総務課長 適応指導教室の工事請負の内容でございますが、まず、設置場所が

磯長小学校新館の１階部分、入り口としておりますのは、旧の幼稚園舎のところから入

った突き当りの部分でございます。それまでは、倉庫等として人が入れるスペースとい

うのがない状態でございますので、壁や天井等をきちっと工事をしまして空調設備やキ

ッチン、簡単な流し台とか、そういうものを付けまして、子どもたちが少しでも快適に

過ごせるように、以前あった仮のところから比べますと面積も非常に大きく取りまして、

明るい採光が取れた状況で子どもたちのスペースを確保したというふうな状況になって

おります。 

 以上です。 

○斧田委員 今の説明でいきますと、場所的には、以前からあったものとあまり変わらな

い位置のところで移転ができたというふうなことですね。 

 指導員の方とか、実際にそこに通っている児童や生徒等の実績等がもし分かれば教え

てほしいんですけれど。 

○正野教育総務課長 指導しておりますのは、元学校長だったり学校の教員が２名、指導

員として月曜日からの木曜日の９時から１４時まで開設しております。在籍者数の推移

でございますが、ここ数年を見ますと、平成３０年が４名、３１年にも４名、令和２年
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が３名、令和３年度が６名の在籍者数がございました。 

 以上でございます。 

○斧田委員 中々学校に行けない子どもたちが、学校へ行く手前のワンステップとして、

ここの場所を使っておられるということなんですけれども、できるだけ不登校にならな

いような形で、これからも取り組んでいただけたらなあと思います。 

 そういうためにも、去年やってもらったような環境のほうの改善というのは必要なこ

とだったんじゃないかというふうに思います。 

 委員長、引き続きすみません。 

 こちらのほう、頁数にするとか幅広いのですが、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け

て全体的な形で、教師用、児童生徒用各１台の端末も配布されて頑張っていただいてい

るんですけれども、テレビとかのニュースで取り上げられている内容からすると、ハー

ド面的なというか、そういうものの整備のほうは進んできているけれども、実際、どれ

ぐらいの教師がそれを使って子どもらにうまく授業として活用できるかというのが課題

だというふうに聞いておりますが、太子町では、先ほどの説明の中でも、スクールサポ

ーターの配置だとか、いろんな形で言われているんですけど、具体的な内容で教えても

らえたらと思います。 

○矢野学務指導担当課長 教職員のＩＣＴの練度につきましては、若干の個人差はあると

はいえ、ＩＣＴ機器が導入される以前から教職員対象の研修会を持つことによりまして、

ある一定水準の活用をできるような形での研修を行っております。ＩＣＴ関係に得意な

教員を中心にその活用方法について研究しながら、現在も取り組んでおるところです。 

 その中で、ＩＣＴ支援員を１人入っておりまして、その支援員が更に専門的な活用方

法等を教員に指導する中で、徐々に効果を上げていっていると思うところでございます。 

○斧田委員 ぜひとも、マスコミで言われていることが太子町には当てはまらないと言う

んですか、太子町の中では、どの先生方もうまくこういう機械を活用できるというふう

な体制の中でやっていただけたらなと思います。 

 それと、今からちょっと質問させてもらおうと思っているのは、あまり金額的な部分

が出ないんですけれども、昨年度の中で、太子町の総合教育会議の中で、太子町小中一

貫教育基本方針というふうな新たなつながりで育む太子の子というふうな取組をスター

トされたということなんですけれども、具体的に分かりやすく教えていただければなと

思います。 
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○矢野学務指導担当課長 小中一貫教育につきましては、それまでも小中連携ということ

で、本町におきましては、町立小中学校、幼稚園も含めてですけれども、それぞれ連携

しながら教育活動に取り組んでおるところです。この度、小中一貫教育ということで、

さらに、その連携を強めることと、それから、めざす子ども像をそれぞれ共有していく

ということに取り組んでございます。 

 令和４年度より取組を進めております。特に、教職員研修に力を入れておりまして、

小中一貫の１年目につきましては、教職員の交流ということを大きな目標としておりま

して、この夏休みにつきましても、２度、幼小中の先生方に集まっていただきながら、

一つのテーマで研修を行うことで、より交流しながら今後の教育活動に生かしていきた

いというふうに考えております。 

○斧田委員 先ほど質問させてもらったＧＩＧＡスクール構想ともちょっと関連してなん

ですけれども、今、言われているような小中の一貫教育というふうな流れの中で、やっ

ぱり先ほどからちょっと数字とか聞かせてもらっていると、山田小学校の場合なんかで

したら、１学年を除いて単学級というんですか、１クラスしかないというふうな実態も

ある中で、そういう機会を使った形で山田と磯長の学校交流というんですか、そういう

ふうな授業を通じた上でできるようなやり方であったりとか、そういうふうな形で、ぜ

ひとも工夫というんですか、いろんな素材を使いながらやっていただけたらなあという

ふうに思っております。 

 それと、各校園の児童数とか学級数を聞かせてもらった中で、ちょっと感じたところ

についての質問になりますけれども、磯長小学校の支援学級が５クラスあるというふう

な流れというんですか、中学校であったりとか山田のほうが３クラスずつに対して、や

はり何がこれだけ支援学級が多いの教えていただきたいと思います。 

○矢野学務指導担当課長 支援学級につきましては、その人数でクラス分けするのではな

く、種別でクラス分けということになってございます。磯長小学校におきましては、山

田小学校と中学校にはない病弱・身体虚弱学級、それから肢体不自由学級の２学級が設

置されておりますので、数としては多く感じるところでございますが、人数としてはさ

ほど多くないということでの数値となってございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。特に今、聞かせてもらった病弱であったりとか、肢

体不自由学級というふうな形でいうと、支援学級の担任の先生だけじゃなくて介助の関

係とかもかなり必要じゃないかなあというふうにイメージを持っているんですけど、い
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かがなもんですか。 

○正野教育総務課長 磯長小学校には介助員４名配置しております。４名が交代しながら、

全ての子どもの対応ができるよう勤務していただいております。 

 以上です。 

○斧田委員 先ほど言ってもらった担任の先生並びに支援員がいるというふうなことで、

子どもたちへのそういう手厚い支援ができているということでよろしいでしょうか。あ

りがとうございます。 

 まだもうちょっと、お願いします。 

 先ほど、１６９頁のところになるんですけれども、学校給食費の保護者負担金補助金

の考え方というんですか、そこら辺について多分説明いただいたと思うんですけれども、

あくまでもこのコロナというふうな流れの中での部分であって、ここら辺の考え方をも

う一度教えていただけたらなあと思うんですが。 

○正野教育総務課長 コロナの無償化の部分ですね。令和３年度におきましては、２学期

分、９月から１２月の給食費の保護者負担分の無償化として、この１千４９４万８千５

００円を充当して支払いをさせていただいております。保護者負担の分の合計というこ

とでございます。 

○斧田委員 コロナ禍というんですか、今の状況の中で出している補助金だというふうな

ことでよろしいですか。 

○正野教育総務課長 国からのコロナ臨時交付金を充てた事業ということでございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 続きまして、１７１頁のほうですね。文化財保護の関係で、二子塚古墳保存整備事業

についてなんですけれども、事業計画的に 終的にはいつぐらいが完成のめどというふ

うな形で考えられているのか教えていただけたらと思います。 

○東條生涯学習課長 二子塚の整備工事でございますけれども、本年度から実際に造成の

工事というのを進めてまいる予定となってございまして、基本的には、４年間、現状な

んですけれども、国費、国の配分もございますので、その補助金も含めて令和８年度に

完成予定で進められればという予定で動いてございます。 

 以上です。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 
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○ 本（博）副委員長 生涯学習センター開所について少しお伺いいたします。４月１日

オープンしていただき大変すばらしい施設で、住民の皆さんにも本当にいい施設ができ

たと喜ばれております。 

 ただその反面、こんな立派な施設を造って太子町は大丈夫かとうちの支援者の方から

も聞いております。税金が上がるのではないか。また、当初、総事業費が１２億で、全

額町の持ち出しであったとは聞いておりましたが、新しい本も入り、備品も揃いました。

終的に総事業費として幾らになったのでしょうか。また、太子町としての持ち出しは

幾らになったのでしょうか。また、この先、太子町の財政を圧迫するようなことはない

でしょうか、お聞かせください。 

○東條生涯学習課長 生涯学習施設整備事業の総事業費等のご質問でございます。整備の

総事業費ですけれども、 終の今年度の備品購入も含めましてですけれども約１０億２

千万円ということになってございます。内訳でございますけれども、基本設計実施設計

等で約４千万円。建築工事等で約９億円、図書及び備品購入で約８千万円となってござ

います。財源ですけれども、財源の内訳につきましては、地方債が４億７千７３０万円

と４６.７％、基金の繰入れでございますが約４億４千万円ということで、これにつき

ましては公共施設整備基金とまちづくり「夢」基金、これはもう図書の購入の分でやっ

ている分でございますけれども、ご質問にありました一般財源ということで、基金を除

いた一般財源につきましては、約１億円ということで９.７％ということで、当初は単

費でいくようなお話の中から、基金を活用して、地方債を活用したということで財政支

出の平準化など、一定地方債と目的基金を活用して実施できたかなと考えてございます。 

 以上です。 

○ 本（博）副委員長 財政的にも考えながら、本当に事業に取り組んでいただいたとこ

ろでございます。本当に職員の皆さんの努力で、本当にすばらしいものができたと思い

ます。今後とも引き続き、すばらしいこの「太子の森」を、私たちがもっともっと住民

さんに訴えていって、来ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 先ほど、斧田委員の質問の中で、令和２年、３年でＩＣＴ環境、教育環境が

整ってきたと。３年度で、恐らく国あるいは府が思っているハード面的に全ての環境が

整ったと思います。先ほど、先生方・指導者の状況を答弁いただいたんですけれども、
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子どもたちの反応はどうでしょうか。 

○矢野学務指導担当課長 子どもたちにつきましては、いわゆるタブレット端末等ですの

で、非常に取っつきやすく活用しているというところです。また、新たな学びの場とい

いますか、ＩＣＴのソフトの中でいろんな活用ができるんですけれども、教職員からの

指示のもと、すぐに活用には慣れて、子どもたちがしっかり新たな機能を見つけていっ

たりとかいうようなことも現場として、子どもたちが取り組んでいるというふうに聞い

ております。 

○建石委員 太子町においては、４年生と５年生でパソコンを使った授業を以前からやっ

ておられて、我々もその実態を見学に行ったりという記憶はあるんです。だから、その

辺のところで、例えば、我々は知らんでも、今の子どもたちは機械の操作的には恐らく

我々以上に、ゲーム機があったらすぐに取っかかって、もう反応で考えずに体や手先が

動くというふうに思っています。 

 また、今後、先ほども小中の一貫教育の環境ということがあったんですけれども、例

えば、今後、磯長小学校、山田小学校の同じ３年生が、同一の講師の方の同時にオンラ

インで講演などを聞くという方式になっていくのでしょうか。 

○矢野学務指導担当課長 機器の状況、環境としましては、可能でございます。その中で、

それぞれの学校の行事の調整等もございますので、今すぐにという形ではないですけれ

ども、やはりこの小中一貫の中で、小・小の連携も非常に大事かなというふうに考えて

おりますので、学びの場、それから講師を呼んだりの講演会であるとかいったことも、

ぜひ取り入れていきたいというふうに考えております。 

○建石委員 今後は、そういったことも増やしていただければ、同じようなレベルで同じ

ような、皆、小学生が教育を受けられるというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 令和３年度当初予算にあった郷土の偉人中山久蔵検証事業旅費４９万７千円

は決算にはありません。元々一体、何人参加して何泊するための４９万７千円なのか。

尋ねても説明の度に違った答えが返ってきたりで、ずいぶん乱暴な予算のつけ方という

議論や、そもそもコロナ禍でイベントが中止になり、観光自体が全国どころか全世界で

しぼんでいる中、職を失ったり仕事が減ったりで住民が暮らしが大変な中、会議すらリ

モートで対処される中、なぜ旅費が必要なのかずいぶん論議をしましたし、私たちはこ
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の問題を反対討論でも大きく取り上げました。賛成討論にも、この点では自重、再検討

求める意見がありました。決算に上げられていないというのは自重し再検討した結果、

実施しなかったということなのでしょうか。 

○東條生涯学習課長 今ご質問いただきました、中山久蔵の検証事業につきましては、去

る３月議会の当初予算の中でもかなりご意見いただいたところでございます。実際には、

今ご質問あったように、当然その議論を踏まえて、今回、決算が上がってないというの

ではなく、その３月議会でございましたように、当然、コロナの今の行動制限等含めま

して、ここ令和２年、３年と、かなり国からも府からも行動制限等いろいろな縛りがご

ざいまして、実際に事業を進められることができなかったということでございます。 

 前年度は、令和３年度予算につきましては、執行がございませんでしたけれども、当

然予算につけていただきました今年度の事業につきましては、ご意見いただいた部分も

含めまして執行していく予定でございます。 

 先ほど、委員から質問のございました、元々当初の４年度の予算４４万円の内訳の答

弁ということでございますけれど、これにつきましては、２泊３日で３名の職員が現地

に行きまして、いろいろと調整を含めてさせていただくための視察研修ということで組

んでございましたけれども、現時点におきましては、当然、担当職員のほうが電話、リ

モート等で向こうの職員とやり取りをしてございます。実際には、来年が、中山久蔵の

寒地稲作成功１５０年記念の年ということで、それに合わせまして、事業を共に企画し

て実施していこうということで盛り上がりつつあるというようなところでございます。

現時点での事業計画でございますけれども、企画展と記念フォーラムと交流事業、この

３本柱を向こうの担当者とも話しまして進めていこうと考えているところでございまし

て、今年度４年度の予算につきましては、今のところなんですけれども必要な調整する

職員２名を出張といいますか、現場で、当然資料のほうも、企画展で物の貸し借りとい

いますか、そういうのもございますので、現場で実際に見て調整していくというような

事業計画で進めていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 １６９頁の学校給食のところで、ちょっとだけ質問させてください。 

 今日午前中の質問質疑の中でも、道の駅は地元の野菜販売が盛況で、出荷農家さんの

増加というところの答弁がありました。現在は学校給食においての地元産野菜またお米、
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食材はどれぐらいの割合で使っているのか教えていただけませんか。 

○正野教育総務課長 地元産の食材の使用率でございます。野菜果物で、全部で５１品目

を使用しておる中で、地場産としては１７品目、約３３％の使用でございます。 

 米につきましては、大阪南農協さんとの契約で、地元の南河内のお米も含めたものを

使用しておる状況でございます。 

 以上です。 

○村井委員 先ほど私の質問にもありましたけど、やっぱり学校給食の材料を調達する中

でも、やっぱりその原材料高という影響がこれから出てくると思うんです。これはもう

どうしてもしゃあないと思うんです。例えば食用油の調達、油類の高騰とか、食材一つ

ひとつ、ちょっとずつ上がってきておる。これがまた保護者の負担のところにお願いす

るのか、また、これを公費でしっかりと補助していくのかという議論はこれからしっか

りせなあかんと思うんですけど、やっぱりそういうところで、少しでも工夫でやっぱり

地元から調達することによって、地元産、農家さんとも協力をいただいた上で、少しで

も安く提供していただける可能性もあると思うんですよ。やっぱりその地元の農家さん

自身は、子どもたちの食材を作るというやっぱり士気、やりがいがあると思いますし、

そういうところしっかりとやっていただきたいと思います。 

 私も小学校の孫がおるので見ていたら、今日はレンズ豆のスープに鶏肉のマーマレー

ド焼きにポテトサラダですか。すごくメニューとしてこれ私らも、どんなレンズ豆やね

んみたいな、すごく工夫されています。昨日は五目汁にかき揚げに、ピリ辛キュウリに

ご飯と。今日は黒糖パンということで、すごく工夫されているかと思うんですけど、献

立表を見ていたら、ほとんどの日にジャガイモ、タマネギ、ニンジン、シーズンのなす、

キャベツ、いろいろそれをほとんどの日に使用される食材として、やっぱそういうとこ

ろの頻度の高い野菜を地元で、２階部署と連携を取って、これを一つでもやっていく中

で、これから学校給食もまた保護者の方に価格高騰分を負担していただくこともなく運

営していける可能性もあるかと思うので、その辺がやっぱ検証検討、２階部署との連携

をしっかり取っていただけますように、一つ私からも要望として言っておきます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○山田委員 先ほどの中山久蔵の何か課長の話だと、どうしても向こうへ行くという話で

すが、実は、再三向こうの議員から、実は太子町に何人か連れていきたいという話がご

ざいまして、それは役場に来るのではなしに、太子町を知らしめたいということで、イ
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ベントの確認が入っておりました。ところが、第７波に入ってきて、それで、夏まつり

はもう駄目になったし、あとは、灯路まつりやなということであったんですけど、早々

と灯路まつりが中止になりました。 

 北広島市については、この第７波の渦中の太子町から北海道へ、その人間が出張する

ということは向こうも嫌がるであろうというところから、今回はもう灯路まつりもなく

なったし、太子町のイベントがなくなったから今回は来んといてということをこの間言

うたところなんです。幸い７波がちょっと鎮静化していますけれども、まだ今、その渦

中におるので、とにかく何が何でも行くんだというのではなしに、もう少し検討しなき

ゃいかんなということだけ課長に言っておきます。 

 以上です。 

○東條生涯学習課長 山田委員がおっしゃっていただいたように、特に、旅費を使って北

海道でどんなようなというような、そこに行くことが全然目的はございません。当然来

年度のいい機会、きっかけを契機に、その中山久蔵という教育委員会で、教育総務のほ

うから学校にも副読本で、実際子どもたちの教育の中に太子町の偉人ということで、そ

の太子町の偉人をキャリア教育、地域の協働教育も含めまして、どれだけ太子町の子ど

もたち、また太子町の住民さんに、その人物自身の良さというか、そういうのを実際に

生涯学習課としては、皆さんに知っていただきたいというような思いで、来年度の共同

事業の執行に向けての調整とかいろいろ、向こうの資料確認というふうなことでござい

ますので、当然コロナ禍の中ということで、いろいろ国なり府なり行動制限というのも

見ながら、現場の向こうの職員ともやり取りをしながら進めていくようなつもりしてお

りますので、当然コロナのほうは十分注意して進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○山田委員 ありがとうございます。中山久蔵については、どんどん、子どもたちにも知

らしめたいというところがあって、先立って、総務部長にもう一遍この本を読んでくれ

ということで、中山久蔵の本を渡して、大分経つんです。経つんですけど、読んでくれ

ているのか読んでくれないか分かりませんけれども、返ってこないということもござい

ます。ちょっとだから、東條課長のお話のようにちょっと、事務局のほうも慎重に考え

ていただいて、中山久蔵をもう少し知っていただいて、その上で、向こうへ行くんだけ

れども、コロナ禍の太子町が向こうに行くということに慎重になっていただきたいと思

っているだけのことでございますので、よろしくお願いします。 
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○森田委員 「太子の森」、立派なのができて私もちょくちょく利用させてもらっていま

すけれども、図書館はオープンで立派なものですが、研修室、工作室、３階、４階を利

用するけれども、中が閉鎖的というか、中がドアのところで小さいガラスがあって、そ

れもすりガラスで中が全然見えない。工作室やなんかでも、どんなのをやってるのかな、

一遍見て入れてもらおうかなというので、やっぱりドアを開けて見るまでの度胸が要ら

んし、できたら、すりガラスを透明にするだけやったら予算のほうも、そんなにかから

へんし、やっぱり見てもらったらあかんというふうなことやったらカーテンでもやった

らそんなに費用もかからへんからね。やっぱり、何かちょっと見える化というか、中で

どんなことやっているのかというのが分かるようにしてほしいのが、私の希望です。 

○東條生涯学習課長 今、委員のご質問というか、ご意見いただいたように、実際に７月

オープンさせていただきまして、いろいろなところで対応が必要な部分という物理的な

部分もございまして、つい先日も図書館の入り口の自動ドアのところにカーテンの設置

をさせていただきました。といいますのが、当然、館が開いていても、図書館のほうが

閉まっていても、中で職員がいるので開いているのかなと誤解される住民さんもござい

ますので、そういったこと、また、委員からご意見いただいたように、各部屋の中を、

近ですと、結構生涯学習センター的なところでいきますと、割と見える化といいます

かガラス張りのところも多くなってございますので、その辺もご意見いただいておりま

す。 

 様々なところで、７月オープンをさせていただいて、実際には電気窯のほうもちょっ

と雨に濡れるんじゃないかとかいうようなご意見とかをいただいておりまして、できる

限り改良できるようなところは検討させていただいて進めていこうと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○西田委員長 ないようでございますので、教育委員会関係についての質疑を終わります。 

 これで、一般会計決算認定の質疑は全て終了しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論ございませんか。討論を許します。 

○藤井委員 討論。認定第１号、令和３年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、

反対の立場で討論を行います。 
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 令和３年度の一般会計の決算は歳入総額６４億８千５１３万９千６７７円、歳出総額

６２億７千７０６万８千４１１円、経常収支は２億８０７万１千２６６円、実質収支は

１億８千１３９万８千５６４円の黒字、単年度収支でも１億２千６９５万２千６０９円

の黒字、積立金を取り崩すこともなく自主財源率が増え黒字の決算です。住民１人当た

りの積立金現在高は、令和２年度は、府内４３市町村中３位の積立金額、令和３年度は、

前年に比べ３千７９０円減ったといえども、依然、府内でもトップクラスの積立金額で

す。さすがにこの令和３年度の決算の数字をもって、厳しいとは言えず、将来不安を上

げるしかありませんでした。 

 長引くコロナ感染症、アベノミクスの失敗による物価高騰で私たち国民の暮らしは大

変です。新型コロナは第７波で発熱外来はパンク状態となり、自主的な抗原検査陽性と

なっても受診できず、健康観察を行われない事態が多発しています。 

 大阪では、維新府政、大阪市政のもと、新型コロナ感染で、救える命が救えない事態

が起きています。２０２１年度にはコロナ病床にも使われず、急性期病床２２９床も削

減、今年度さらに４２６床の病床削減と５００床以上の回復期病床への転換を進めてい

ます。カジノ誘致などをやっている場合ではありません。 

 大阪府、大阪市は、ＩＲカジノ担当職員など、可能な限りの人員をコロナ対策、保健

所体制と医療の拡充に回し、府民の暮らしを守るべきです。物価もどこまで高騰するの

か、先が見えません。その一方で、財務省が１日に発表した２０２１年度の法人企業統

計調査で、資本金１０億円以上の大企業の内部留保が過去 高を更新して、４千４８４.

３兆円に、経常利益は前年度比の２９％の６０.２兆円と、これも過去 高です。 

 コロナ感染の中でも、大企業は円安の恩恵を受け、利息や海外事業の収益を増やし、

賃上げに回さずにため込んでいます。労働者、国民がコロナ禍や物価高騰で苦しんでい

る今こそ、内部留保を活用すべきです。また、閣議決定だけで押し切ろうとしている国

葬は、憲法１４条が規定する法の下の平等や憲法１９条思想及び良心の自由に反するも

のです。当初、国葬に使われる費用は２.５億円だと政府は発表しましたが、警備など

を含めば１００億円とも言われる中、統一教会の問題もあって、国民の国葬に対する態

度がＮＨＫや読売新聞の世論調査ですら反対が賛成を上回る事態になっています。 

 政府は追い詰められて、ようやく今日衆議院の衆院運営委員会の筆頭理事に対し、総

額１６億５千万円程度が経費として見込まれると公表があったところです。国や府の政

治が行うべき本来の仕事は、私たち国民の命と暮らしを守ることですが、このように、
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今の国や府は国民や府民のために政治を行っていません。だからこそ、太子町は、国、

府の悪政の防波堤となり、住民の命と暮らしを守ることが求められています。 

 国からの交付金１億４１３万円を活用して、水道基本料金の全額免除、学校給食費の

２学期分無料、新生児１人当たり１０万円を支給する太子町版特別定額給付金事業の継

続、事業者一時支援金、自宅療養者支援事業など新型コロナ対策を実施したことや長年

の懸案事項となっていた総合スポーツ公園、テニスコート全面改修、学校トイレ洋式化

など、実施した点は評価いたします。 

 コロナで３密を避け外出を避けることを求めながら、教員や子どもたちにもコロナ感

染症が広がり、修学旅行さえ危ぶまれる中、教育委員会のトップ２人が参加し、それも

何もかも明らかにせず、中山久蔵検証事業に４９万７千円を計上しましたが、さすがに

支出することはできませんでした。いつまで続くかもしれないコロナ感染症であらゆる

イベントが中止となった今、当然のことだと思います。 

 しかし、これまでの太子町でのコロナ対策は、国の交付金額を超えるものではありま

せん。付け加えるなら、議会開会中、追加の補正予算での対応になるなどコロナ対策を

示すのが遅すぎます。今後も、コロナ感染症が続く限り、コロナ対策への交付金がある

と考え、住民の暮らし応援に即応できるようにしていただきたいと思います。 

 何よりも、町長が代われば公民館がこうも変わるのかと、多くの住民の方々を失望さ

せ、生涯学習センターの有料化が令和２年度突然発表されました。地方自治体に企業理

論の受益者負担は、当たり前は通用するものではありません。地方自治体、太子町とし

て、住民の福祉の増進という本来の役割にふさわしく住民の命と暮らしを守ることを

優先に取り組むことを求めまして、反対の討論といたします。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

 討論を許します。 

○山田委員 認定第１号、令和３年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の

立場で討論を行ないます。 

 本決算は、歳入総額が６４億８千５１４万円、歳出総額が６２億７千７０６万８千円、

実質収支は１億８千１３９万９千円の黒字決算となっています。歳入では、特に一般財

源の増減を見ると、市町村民税、固定資産税が減収した結果、町税全体として３千９１

７万６千円の減となったものの、地方消費税交付金ほか各種交付金や地方交付税の増収

を受け、一般財源全体として増収につながる結果となっています。また、ふるさと納税
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による寄付金の大幅な増収や特定財源である地方債や基金を効率的に活用するなど、数

年ぶりに財政調整基金を取り崩すこともなく、行財政運営に必要な財源の確保に工夫と

成果がみられました。 

 一方、歳出では、令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策事業として、

ワクチンの集団接種をはじめ、水道基本料金減免や事業者向け支援、各種施設の感染予

防対策、子ども子育て支援などコロナ禍における住民生活にも配慮した事業実施であっ

たと考えます。また、多額な財源を要した生涯学習施設「太子の森」が無事に完成した

ことも、将来の住民にとってプラスとなるものと期待しています。その他、子ども子育

て関連事業、高齢・障がい者福祉事業、健康づくり関連事業などの拡充にくわえ、老朽

化した道路・橋りょうや公園施設の改修、遊休農地の解消や新規就農者確保へ向けた取

組、地域公共交通の実証運行、学校やスポーツ施設への投資など各分野においてニーズ

のある事業を着実に推進されています。 

 今年度においても、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を要する状況に変わりま

せんが、町の収入を堅実に見積もり、人口減少・高齢化社会に対応した財政基盤の構築

と住民誰もが安心して暮らせる魅力あるまちづくりに努められることを要望して賛成討

論といたします。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○西田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 認定第１号を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立６名・反対１名） 

○西田委員長 起立６名、反対１名。 

 賛成多数でございます。よって、認定第１号、令和３年度太子町一般会計歳入歳出決

算認定については、原案どおり認定することに決しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件は終了いたしました。 

 よって、これにて委員会を閉会いたします。 

 本日はご苦労さまでした。 

午後 ３時０８分 閉 会 
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太子町議会委員会条例第２７条第１項の規定によりここに署名する。 

 

 

               決 算 常 任 委 員 長  西 田 いく子 

 


